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規 則

�愛媛県規則第２８号
生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活保護法施行細則及び中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則

（生活保護法施行細則の一部改正）

第１条 生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（備付書類）

第３条 省略

２ 地方局長は、次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなけ

ればならない。

� 面接受付簿（様式第７号）

�～� 省略

様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２ 収入申告書

（表）

（備付書類）

第３条 省略

２ 地方局長は、次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなけ

ればならない。

� 受付簿 （様式第７号）

�～� 省略

様式第１４号（第５条関係） 生活保護法による保護申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２ 収入申告書

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子

ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

３ 省略

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

別紙３ 省略

様式第５５号（第１７条関係） 社会福祉法人の設置する保護施設認可

申請書

（裏） 省略

別紙３ 省略

様式第５５号（第１７条関係） 社会福祉法人の設置する保護施設認可

申請書

省略

１ 省略

２ 保護施設の種類（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第３８条の規定による保護施設の種類）

３ 省略

４ 寄附行為、定款その他の基本約款

５～９ 省略

省略

１ 省略

２ 施設 の種類（生活保護法第３８条による施設

の種類）

３ 省略

４ 寄附行為、定款その他の基本的約款

５～９ 省略

雑 報

○ 環境影響評価方法書について…………………………………………………………………………………………………………………………（環境政策課）…３００

正 誤

○ 平成５年４月１日付け第４３０号外７愛媛県告示第５８０号（指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部改正）中…………（会計課）…３００

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。
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第２条 生活保護法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１号及び様式第７号を次のように改める。

１０ 経理の方針 １０ 経営方針

様式第５６号（第１８条関係） 保護施設変更届出書 様式第５６号（第１８条関係） 保護施設変更届出書

省略

１・２ 省略

３ 取扱定員の変更

省略

４・５ 省略

６ 経理の方針の変更

省略

省略

１・２ 省略

３ 取扱定員

省略

４・５ 省略

６ 経営方針 の変更

省略

様式第５７号（第１８条関係） 保護施設変更認可申請書 様式第５７号（第１８条関係） 保護施設変更認可申請書

省略

１ 保護施設の名称及び所在地の変更

省略

２ 保護施設の種類（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第３８条の規定による保護施設の種類）の変更

旧

新

３ 寄附行為、定款その他の基本約款の変更

旧

新

４ 省略

５ 取扱定員の変更

省略

６ 省略

７ 省略

８ 経理の方針の変更

省略

省略

１ 保護施設の名称及び所在地

省略

２ 省略

３ 取扱定員

省略

４ 省略

５ 省略

６ 経営方針 の変更

省略
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様式第１号（第３条関係） 面接記録票

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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様式第７号（第３条関係） 面接受付簿

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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（中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部改正）

第３条 中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（備付書類）

第３条 省略

２ 地方局長は、次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなけ

ればならない。

� 面接受付簿

�～� 省略

３ 省略

様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２（その１） 収入申告書（新規用）

（表）

（備付書類）

第３条 省略

２ 地方局長は、次に掲げる書類を作成し、常にこれを整備しなけ

ればならない。

� 受付簿

�～� 省略

３ 省略

様式第２号（第５条関係） 支援給付申請書

省略

別紙１ 省略

別紙２（その１） 収入申告書（新規用）

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子

ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

３ 省略

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

注 省略

別紙２（その２） 収入申告書（継続用（一世世帯用））

（表）

（裏） 省略

注 省略

別紙２（その２） 収入申告書（継続用（一世世帯用））

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子

ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

３ 省略

省略

３ 省略

省略

（裏） 省略

注 省略

別紙２（その３） 収入申告書（継続用（二世等世帯用））

（表）

（裏） 省略

注 省略

別紙２（その３） 収入申告書（継続用（二世等世帯用））

（表）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

省略

１ 省略

２ 恩給、年金等による収入（受けているものを〇で囲んで

ください。）

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当

、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

有

・

無

国民年金、厚生年金、恩給、児童手当、子

ども手当、児童扶養手当、特別児童扶養手

当、雇用保険、傷病手当金、その他（ ）

省

略

３ 省略 ３ 省略
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附 則

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の生活保護法施行細則様式第１４号、様式第５５号若しくは様式第５７号又

は第３条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則様式第２号の規定による書類は、第１条の規定による改正

後の生活保護法施行細則様式第１４号、様式第５５号若しくは様式第５７号又は第３条の規定による改正後の中国残留邦人等に対する支援給付

に関する規則様式第２号の規定による書類とみなす。

�愛媛県規則第２９号
養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則

第１条 養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（昭和６２年愛媛県規則第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略 省略

（裏） 省略

注 省略

別紙３ 省略

（裏） 省略

注 省略

別紙３ 省略

改 正 後 改 正 前

療育の給付に要する費用の徴収に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条

第２項の規定に基づく同法第２０条に規定する療育の給付（以下

「療育の給付」という。）に要する費用の徴収

について必要な事項を定めるものとす

る。

（費用の徴収）

第２条 知事は、療育の給付 に要する費用の全

部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者（民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条の規定により扶養の義務を負う

直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。）（以下「納入義務

者」という。）から、その負担能力に応じ、徴収するものとす

る。

（徴収額の決定）

第３条 知事は、前条の規定により徴収すべき額（以下「徴収額」

という。）を別表 により決定するものとする。

別表 （第３条関係）

徴収基準額表

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条

第２項の規定に基づく同法第２０条に規定する療育の給付（以下

「療育の給付」という。）に要する費用の徴収及び母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第２１条の４第１項の規定に基づく同法

第２０条に規定する養育医療の給付（以下「養育医療の給付」とい

う。）に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとす

る。

（費用の徴収）

第２条 知事は、療育の給付又は養育医療の給付に要する費用の全

部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者（民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条の規定により扶養の義務を負う

直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下同じ。）（以下「納入義務

者」という。）から、その負担能力に応じ、徴収するものとす

る。

（徴収額の決定）

第３条 知事は、前条の規定により徴収すべき額（以下「徴収額」

という。）を別表第１又は別表第２により決定するものとする。

別表第１（第３条関係）

徴収基準額表

省略 省略

備考 省略

備考

１ この表は、療育の給付に要する費用に係る徴収額につ

いて適用する。

２ 省略

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは

同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合

には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法附則第

注１ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する

均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の額」とは

同項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合

には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法附則第
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第２条 養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則の一部を次のように改正する。

別表第２を削る。

附 則

５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項

の規定は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５

号）の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）

に係る取扱いについて（平成２３年７月１５日付け雇児発０７１５

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「取

扱通知」という。）の定めるところによつて計算された所

得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合に

は、次の規定は、適用しないものとする。

� 省略

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第１項、第２項、第４項及び第５

項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３第１項及び

第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１条

の１９の５第１項

� 省略

３～８ 省略

様式第１号（第４条関係） 費用徴収額決定通知書

５条第３項及び第５条の４第６項

の規定は、適用しないものとする。）の額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次

控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

２ この表のＤ１階層からＤ１９階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する租税

の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第１７５

号）の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）

に係る取扱いについて（平成２３年７月１５日付け雇児発０７１５

第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「取

扱通知」という。）の定めるところによつて計算された所

得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合に

は、次の規定は、適用しないものとする。

� 省略

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで、第４１条

の２、第４１条の３の２第４項 及び第５

項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３第１項及び

第２項、第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに第４１条

の１９の５第１項

� 省略

３～８ 省略

様式第１号（第４条関係） 費用徴収額決定通知書

省略

療育の給付に要する費用の徴収に関する規則 （昭和６２

年愛媛県規則第２１号）第３条の規定に基づき、あなたが負担さ

れる額を次のとおり決定したので通知します。

なお、納入方法は、毎月納入通知書を送付しますから、納入

期限までに最寄りの愛媛県指定金融機関（ 銀行本支

店）、愛媛県指定代理金融機関（ ）又は愛媛県収納代理

金融機関（ ）へ納入通知書を添えて納入してください。

省略

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（昭和６２

年愛媛県規則第２１号）第３条の規定に基づき、あなたが負担さ

れる額を次のとおり決定したので通知します。

なお、納入方法は、毎月納入通知書を送付しますから、納入

期限までに最寄りの愛媛県指定金融機関（ 銀行本支

店）、愛媛県指定代理金融機関（ ）又は愛媛県収納代理

金融機関（ ）へ納入通知書を添えて納入してください。

公費負担医療

の受給者番号
給付等の種類

公費負担医療

の受給者番号

省略 省略

様式第２号（第４条関係） 費用徴収額変更通知書 様式第２号（第４条関係） 費用徴収額変更通知書

省略

療育の給付に要する費用の徴収に関する規則 （昭和６２

年愛媛県規則第２１号）第３条の規定に基づき、現在あなたが負

担されている額を次のとおり変更したので通知します。

省略

養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則（昭和６２

年愛媛県規則第２１号）第３条の規定に基づき、現在あなたが負

担されている額を次のとおり変更したので通知します。

公費負担医療

の受給者番号

療 育 券 の

交 付 年 月 日
給付等の種類

医 療 券 等 の

交 付 年 月 日

受 療 者

氏 名

受 療 者 等

の 氏 名

省略 省略
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３０号
食品衛生法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

食品衛生法施行細則（昭和２３年愛媛県規則第６２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（食品営業許可申請書）

第５条 省略

２ 前項の申請書には、法人にあつては、定款の写し又は登記事項

証明書を添えなければならない。

３ 省略

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

（食品営業許可申請書）

第５条 省略

２ 前項の申請書には、法人にあつては、定款の写し

を添えなければならない。

３ 省略

様式第２号（第５条、第６条関係）

（表）

省略 省略

注意１・２ 省略

３ 営業所の所在地の欄は、移動営業（食品衛生法施行

条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）別表第４の自動車

による営業及び露店形態による営業をいう。）に係る

新規許可申請の場合にあつては、次の事項を記入して

ください。

� 営業施設の保管場所

� 主たる営業区域

� 取扱品目

� 自動車登録番号（自動車による営業の場合に限

る。）

４ 省略

５ 省略

６ 次の書類を添付してください。

� 定款の写し又は登記事項証明書（法人の場合に限

る。）

� 省略

注意１・２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 次の書類を添付してください。

� 定款の写し （法人の場合に限

る。）

� 省略

（裏） （裏）

省略 省略

省略

調査の結果、食品衛生法施行条例

第３条の営業の施設基準に合致しているので、食品衛

生法第５２条の規定により、次の条件を付して許可してよろし

いか伺います。

省略

省略

調査の結果、食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第

１６号）第３条の営業の施設基準に合致しているので、食品衛

生法第５２条の規定により、次の条件を付して許可してよろし

いか伺います。

省略

省略 省略

受付印 収 入 証 紙 貼 付 欄 受付印 収 入 証 紙 ち よ う 付 欄
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２ この規則施行の際現にある改正前の食品衛生法施行細則様式第２号の規定による食品営業許可申請書の用紙は、当分の間、これを訂正

して使用することができる。

�愛媛県規則第３１号
と畜場法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

と畜場法施行細則の一部を改正する規則

と畜場法施行細則（昭和２９年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

様式第１２号の２を次のように改める。

改 正 後 改 正 前

様式第１１号（第９条関係） と畜検査申請書

（表）

省略

様式第１１号（第９条関係） と畜検査申請書

（表）

省略

省略 省略

年齢（牛にあつ
年 月

て は 、 月 齢 ）
産地 県

市 町

郡 村
年齢 年 月 産地 県

市 町

郡 村

出生の年月日 個体識別番号

省略 省略

（裏） 省略

注１・２ 省略

３ 出生の年月日の欄及び個体識別番号の欄は、牛の検査を

申請する場合にのみ記入すること。

４ 省略

（裏） 省略

注１・２ 省略

３ 省略
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附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第３２号
生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則等の一部を改正する規則

（生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則の一部改正）

第１条 生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（昭和３２年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（児童福祉法施行細則の一部改正）

第２条 児童福祉法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条関係）

福祉資金及び教育支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

� 福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものと

する。

ア 省略

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児

第１５６号厚生事務次官通知）の定めるところにより療育手

帳の交付を受けている者（現に障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「障害者総合支援法」という。）によるサービス

を利用している者その他これと同程度と認められる者を含

む。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者（現に障害者総合支援法に

よるサービスを利用している者その他これと同程度と認め

られる者を含む。）の属する世帯をいう。）

ウ 省略

� 省略

２～１０ 省略

別表第２（第２条関係）

福祉資金及び教育支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

� 福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものと

する。

ア 省略

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児

第１５６号厚生事務次官通知）の定めるところにより療育手

帳の交付を受けている者（現に障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３

号 ）によるサービス

を利用している者その他これと同程度と認められる者を含

む。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者（現に障害者自立支援法に

よるサービスを利用している者その他これと同程度と認め

られる者を含む。）の属する世帯をいう。）

ウ 省略

� 省略

２～１０ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書 様式第１４号（第９条関係） 高額障害児入所給付費支給申請書

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「制度」の欄は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）第２５条の１１第３号に規定する入所受給者証番号

にあつては①を、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第

１９号）第１４条第３号に規定する受給者証番号にあつては②

を、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２５

条第１項第４号に規定する被保険者証の番号にあつては③

を記入すること。

注１～３ 省略

４ 「制度」の欄は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省

令第１１号）第２５条の１１第３号に規定する入所受給者証番号

にあつては①を、障害者自立支援法施行規則

（平成１８年厚生労働省令第

１９号）第１４条第３号に規定する受給者証番号にあつては②

を、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２５

条第１項第４号に規定する被保険者証の番号にあつては③

を記入すること。
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（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部改正）

第３条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和４１年愛媛県規則第３２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

５ 省略

様式第１５号（第１１条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）指定（更新）申請書

５ 省略

様式第１５号（第１１条関係） 指定障害児通所支援事業者（指定障害

児入所施設）指定（更新）申請書

省略 省略

注 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る審査事項

（その１）

注 省略

別紙１～別紙３ 省略

別紙４ 放課後等デイサービス事業所の指定に係る審査事項

（その１）

省略 省略

協 力 医 療 機 関 名 称 主な診療科名 多 機 能 型 実 施 の 有 無 □有 □無

多 機 能 型 実 施 の 有 無 □有 □無

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 協力医療機関との契約の内容を記載した書類

� 省略

� 省略

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

（その２） 一体的に管理運営を行う従たる事業所の審査事項

省略 省略

主な掲示事項 省略 主な掲示事項 省略

協 力 医 療 機 関 名 称 主な診療科名

注 省略

別紙５ 省略

別紙６ 障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施

する場合の審査事項

（総括表） ○多

注 省略

別紙５ 省略

別紙６ 障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施

する場合の審査事項

（総括表） ○多

省略 省略

（注）多機能型による他の事業所（障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）の障害福祉サービスを行う事業所を含む。）に

ついては、下欄に記載すること。

（注）多機能型による他の事業所（障害者自立支援法

（平成１７年法律第

１２３号）の障害福祉サービスを行う事業所を含む。）に

ついては、下欄に記載すること。

省略 省略

注 省略

別紙７・別紙８ 省略

注 省略

別紙７・別紙８ 省略

改 正 後 改 正 前

様式第２２号（第２７条、様式第２１号の２関係） 診断書（精神障害者

保健福祉手帳用）

様式第２２号（第２７条、様式第２１号の２関係） 診断書（精神障害者

保健福祉手帳用）

省略 省略

⑧現在の障害福祉等のサービスの利用状況（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定す

る自立訓練（生活訓練）、共同生活援助（グル

ープホーム）、共同生活介護（ケアホーム）、

居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉

省略 ⑧現在の障害福祉等のサービスの利用状況（障害

者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）に規定す

る自立訓練（生活訓練）、共同生活援助（グル

ープホーム）、共同生活介護（ケアホーム）、

居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉

省略
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（障害者自立支援法施行細則の一部改正）

第４条 障害者自立支援法施行細則（平成１８年愛媛県規則第３１号）の一部を次のように改正する。

様式第７号を削る。

第５条 障害者自立支援法施行細則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

サービス、訪問指導、生活保護の有無等） サービス、訪問指導、生活保護の有無等）

省略 省略

注 省略 注 省略

改 正 後 改 正 前

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号。以下「政令」と

いう。）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「省令」

という。）、その他の法令及び障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行条例（平成１８年愛媛県条例第２０

号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

障害者自立支援法施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、障害者自立支援法施行令

（平成１８年政令第１０号。以下「政令」と

いう。）、障害者自立支援法施行規則

（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「省令」

という。）、その他の法令及び障害者自立支援法施行条例

（平成１８年愛媛県条例第２０

号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、障害者自立支

援法 （平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 法第５４条第３項の自立支

援医療受給者証（

精神通院医療に係

るものに限る。）

自立支援医療受給者証（精神

通院医療） （様式

第１号。以 下「医 療 受 給 者

証」という。）

１ 法第５４条第３項の自立支

援医療受給者証（育成医

療及び精神通院医療に係

るものに限る。）

自立支援医療受給者証（育成

医療・精神通院医療）（様式

第１号。以 下「医 療 受 給 者

証」という。）

２～

５

省略

２～

５

省略

６ 省令第３５条第１項及び第

４５条第１項の申請書

自立支援医療費（精神通院医

療）支給認定申請書（新規・

再認定・変更・転入）

（様式第６号）

６ 省令第３５条第１項及び第

４５条第１項の申請書

自立支援医療費（育成医療・

精神通院医療）支給認定申請

書（新規・再認定・変更・転

入）（様式第６号）

７ 省令第３５条第２項第１号

の意見書

自立支援医療（育成医療）意

見書（様式第７号）

７ 省令第３５条第２項第１号

の診断書

自立支援医療（精神通院医

療）診断書（様式第７号）

８ 省令第３５条第２項第１号

の診断書

自立支援医療（精神通院医

療）診断書（様式第８号）

８ 省令第４７条第１項の届出

書

自立支援医療受給者証等記載

事項変更届出書（精神通院医

療）（様式第８号）

９ 省令第４７条第１項の届出

書

自立支援医療受給者証等記載

事項変更届出書（育成医療・

精神通院医療）（様式第９号）

９ 省令第４８条第１項の申請

書

自立支援医療受給者証（精神

通院医療）再交付申請書（様

式第９号）

１０ 省令第４８条第１項の申請

書

自立支援医療受給者証（育成

医療・精神通院医療）再交付

申請書（様式第１０号）

１０ 省令第５７条の申請書 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医

１１ 省令第５７条の申請書 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医
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療）指定（変更・更新）申請

書（様式第１０号）

療）指定（変更・更新）申請

書（様式第１１号）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１ 法第４６条第１項及び第

３項並びに第５１条の２５

第１項の規定による変

更の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定障害者支援施設・指定一

般相談支援事業者）変更届出書

（様式第１１号）

１ 法第４６条第１項及び第

３項並びに第５１条の２５

第１項の規定による変

更の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定障害者支援施設・指定一

般相談支援事業者）変更届出書

（様式第１２号）

２ 法第４６条第１項及び第

２項並びに第５１条の２５

第１項及び第２項の規

定による事業の廃止、

休止又は再開の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定一般相談支援事業者）廃

止（休止・再開）届出書（様式

第１２号）

２ 法第４６条第１項及び第

２項並びに第５１条の２５

第１項及び第２項の規

定による事業の廃止、

休止又は再開の届出

指定障害福祉サービス事業者

（指定一般相談支援事業者）廃

止（休止・再開）届出書（様式

第１３号）

３ 法第４７条の規定による

指定の辞退

指定障害者支援施設指定辞退申

出書（様式第１３号）

３ 法第４７条の規定による

指定の辞退

指定障害者支援施設指定辞退申

出書（様式第１４号）

４ 法第５１条の２第３項及

び第５１条の３１第３項の

規定による変更の届出

業務管理体制変更届出書（様式

第１４号）

４ 法第５１条の２第３項及

び第５１条の３１第３項の

規定による変更の届出

業務管理体制変更届出書（様式

第１５号）

５

省略

５

省略

６ 法第６４条の規定による

変更の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

変更届出書（様式第１５号）

６ 法第６４条の規定による

変更の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

変更届出書（様式第１６号）

７ 法第６５条の規定による

法第５４条第２項の指定

の辞退

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

指定辞退申出書（様式第１６号）

７ 法第６５条の規定による

法第５４条第２項の指定

の辞退

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

指定辞退申出書（様式第１７号）

８ 法第７９条第２項の規定

による届出

障害福祉サービス事業等開始届

出書（様式第１７号）

８ 法第７９条第２項の規定

による届出

障害福祉サービス事業等開始届

出書（様式第１８号）

９ 法第７９条第３項の規定

による変更の届出

障害福祉サービス事業等変更届

出書（様式第１８号）

９ 法第７９条第３項の規定

による変更の届出

障害福祉サービス事業等変更届

出書（様式第１９号）

１０ 法第７９条第４項の規定

による廃止又は休止の

届出

障害福祉サービス事業等廃止

（休止）届出書（様式第１９号）

１０ 法第７９条第４項の規定

による廃止又は休止の

届出

障害福祉サービス事業等廃止

（休止）届出書（様式第２０号）

１１ 法第８３条第３項の規定

による届出

障害者支援施設設置届出書（様

式第２０号）

１１ 法第８３条第３項の規定

による届出

障害者支援施設設置届出書（様

式第２１号）

１２ 政令第４３条の７第１項

の規定による休止又は

廃止の届出

障害者支援施設休止（廃止）届

出書（様式第２１号）

１２ 政令第４３条の７第１項

の規定による休止又は

廃止の届出

障害者支援施設休止（廃止）届

出書（様式第２２号）

１３ 政令第４３条の７第２項

の規定による報告

障害者支援施設変更報告書（様

式第２２号）

１３ 政令第４３条の７第２項

の規定による報告

障害者支援施設変更報告書（様

式第２３号）

１４ 省令第６３条第１号の規

定による業務の休止、

廃止又は再開の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

業務休止（廃止・再開）届出書

（様式第２３号）

１４ 省令第６３条第１号の規

定による業務の休止、

廃止又は再開の届出

指定自立支援医療機関（育成医

療・更生医療・精神通院医療）

業務休止（廃止・再開）届出書

（様式第２４号）

（自立支援医療支給認定申請却下の通知）

第６条 知事は、法第５３条第１項の規定による支給認定の申請を拒

否する処分をするときは、自立支援医療費（精神通院医療）支給

認定申請却下通知書 （以下「却下通知書」という。）

（自立支援医療支給認定申請却下の通知）

第６条 知事は、法第５３条第１項の規定による支給認定の申請を拒

否する処分をするときは、自立支援医療費（育成医療・精神通院

医療）支給認定申請却下通知書（以下「却下通知書」という。）
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を当該申請をした者に交付するものとする。

（医療受給者証の返還）

第７条 医療受給者証の交付を受けた支給認定障害者等は、省令第

４８条第３項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当

するときは、速やかに、医療受給者証を返還しなければならな

い。

� 支給認定障害者等が他の都道府県

に居住地を移転したとき。

� 省略

様式第１号（第２条、様式第６号、様式第９号関係） 自立支援医

療受給者証（精神通院医療）

を当該申請をした者に交付するものとする。

（医療受給者証の返還）

第７条 医療受給者証の交付を受けた支給認定障害者等は、省令第

４８条第３項の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当

するときは、速やかに、医療受給者証を返還しなければならな

い。

� 支給認定障害者等が他の都道府県（育成医療にあっては、中

核市を含む。）に居住地を移転したとき。

� 省略

様式第１号（第２条、様式第６号、様式第１０号関係） 自立支援医

療受給者証（育成医療・精神通院医療）

自立支援医療受給者証（精神通院医療） 自立支援医療受給者証（育成医療・精神通院医療）

省略 省略

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

注 育成医療の場合には、「支給要件の確認方法」の欄の作成

を要しない。

様式第２号（第２条、様式第３号関係） 指定障害福祉サービス事

業者（指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者）指定（更

新）申請書

省略 省略

事業者番号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「法」という。）において既に指定を受けている

場合

事業者番号

障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号

）において既に指定を受けている

場合

注１～８ 省略

９ 「事業者番号」の欄は、法 において既に

指定を受けている場合に記入すること。

１０・１１ 省略

別紙１

（その１） 居宅介護事業者等の指定に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 「事業者番号」の欄は、障害者自立支援法において既に

指定を受けている場合に記入すること。

１０・１１ 省略

別紙１

（その１） 居宅介護事業者等の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙２ 療養介護事業者の指定に係る審査事項

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙２ 療養介護事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～７ 省略

８ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法 律（平 成１７年 法 律 第１２３号）第３６条 第３項 各 号

（第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書面

別紙３

（その１） 生活介護事業者の指定に係る審査事項

注１～７ 省略

８ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平 成１７年 法 律 第１２３号）第３６条 第３項 各 号

（第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書面

別紙３

（その１） 生活介護事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～１０ 省略 注１～１０ 省略
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１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙４ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙４ 短期入所事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１ 省略

２ 「事業所の種別」の欄において、「併設型」とは、愛媛

県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第５３号。

以下「基準条例」という。）第１００条第１項 に規定

する併設事業所（以下「併設事業所」という。）として事

業を行う場合をいい、「空床型」とは、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５条第８項に規定す

る施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されて

いない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合をい

う。

３～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準条例第１０２条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに施設の概要を記載した書類

�～� 省略

別紙５

（その１） 重度障害者等包括支援事業者の指定に係る審査事項

注１ 省略

２ 「事業所の種別」の欄において、「併設型」とは、障害

者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７１号。以下「基準省令」という。）第１１５条第１項に規定

する併設事業所（以下「併設事業所」という。）として事

業を行う場合をいい、「空床型」とは、障害者自立支援法

（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５条第８項に規定す

る施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されて

いない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合をい

う。

３～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図（当

該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっ

ては、基準省令第１１７条第２項に規定する併設本体施設

の平面図を含む。）並びに施設の概要を記載した書類

�～� 省略

別紙５

（その１） 重度障害者等包括支援事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「主たる対象者」の欄は、気管切開を伴う人工呼吸器に

よる呼吸管理を行っている身体障害者を対象とする場合は

「Ⅰ類型」、最重度知的障害者を対象とする場合は「Ⅱ類

型」、行動関連項目等の合計点数が１５点以上である者を対

象とする場合は「Ⅲ類型」、特定しない場合は「特定な

し」を選択すること。

７～１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所又は一体的に管理運営を行う従たる事業所の

審査事項

注１～５ 省略

６ 「主たる対象者」の欄は、気管切開を伴う人工呼吸機に

よる呼吸管理を行っている身体障害者を対象とする場合は

「Ⅰ類型」、最重度知的障害者を対象とする場合は「Ⅱ類

型」、行動関連項目等の合計点数が１５点以上である者を対

象とする場合は「Ⅲ類型」、特定しない場合は「特定な

し」を選択すること。

７～１１ 省略

１２ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 出張所又は一体的に管理運営を行う従たる事業所の

審査事項

省略 省略

注１～４ 省略

５ 「主たる対象者」の欄は、気管切開を伴う人工呼吸器に

よる呼吸管理を行っている身体障害者を対象とする場合は

「Ⅰ類型」、最重度知的障害者を対象とする場合は「Ⅱ類

型」、行動関連項目等の合計点数が１５点以上である者を対

注１～４ 省略

５ 「主たる対象者」の欄は、気管切開を伴う人工呼吸機に

よる呼吸管理を行っている身体障害者を対象とする場合は

「Ⅰ類型」、最重度知的障害者を対象とする場合は「Ⅱ類

型」、行動関連項目等の合計点数が１５点以上である者を対
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象とする場合は「Ⅲ類型」、特定しない場合は「特定な

し」を選択すること。

６～１１ 省略

別紙６

（その１） □ 共同生活介護事業者（ケアホーム）
の指定

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）

に係る審査事項

象とする場合は「Ⅲ類型」、特定しない場合は「特定な

し」を選択すること。

６～１１ 省略

別紙６

（その１） □ 共同生活介護事業者（ケアホーム）
の指定

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）

に係る審査事項

省略 省略

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７

（その１） □ 共同生活介護事業者（地域移行型ホーム）
の指

□ 共同生活援助事業者（地域移行型ホーム）

定に係る審査事項

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７

（その１） □ 共同生活介護事業者（地域移行型ホーム）
の指

□ 共同生活援助事業者（地域移行型ホーム）

定に係る審査事項

省略 省略

注１～７ 省略

８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 経過的居宅介護利用型共同生活介護事業者
の指

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）

定に係る審査事項

注１～７ 省略

８ 当該申請に係る入所施設が、障害者自立支援法に基づく

指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）附則第７条第１

項第２号に規定する身体障害者福祉ホーム、精神障害者生

活訓練施設、指定知的障害者通勤寮、知的障害者福祉ホー

ム及び旧精神障害者福祉ホーム以外の場合にあっては、当

該申請に係る入所施設の入所定員又は病院の精神病床の減

少計画を記載した書類を添付すること。

９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙７の２

（その１） □ 経過的居宅介護利用型共同生活介護事業者
の指

□ 共同生活援助事業者（グループホーム）

定に係る審査事項

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙８

（その１） 自立訓練（機能訓練）事業者の指定に係る審査事項

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙８

（その１） 自立訓練（機能訓練）事業者の指定に係る審査事項

省略 省略
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注１～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙９

（その１） 自立訓練（生活訓練）事業者の指定に係る審査事項

注１～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙９

（その１） 自立訓練（生活訓練）事業者の指定に係る審査事項

省略 省略

注１～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１０

（その１） 就労移行支援事業者の指定に係る審査事項

省略

注１～１２ 省略

１３ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１０

（その１） 就労移行支援事業者の指定に係る審査事項

省略

省略 省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１１

（その１） 就労継続支援事業者の指定に係る審査事項

省略

注１～１０ 省略

１１ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１１

（その１） 就労継続支援事業者の指定に係る審査事項

省略

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３６条第３項各号に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 省略

別紙１２ 指定障害福祉サービス事業者に係る多機能型による事業

を実施する場合の審査事項（総括表） ○多

省略 省略

注１～６ 省略

７ 「定員緩和措置の有無」とは、愛媛県障害福祉サービス

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

愛媛県条例第５５号）第８８条 に基づく利用定員緩

和措置の適用の有無をいうものであること。

８～１０ 省略

別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

注１～６ 省略

７ 「定員緩和措置の有無」とは、障害者自立支援法に基づ

く障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第１７４号）第８９条に基づく利用定員緩

和措置の適用の有無をいうものであること。

８～１０ 省略

別紙１３

（その１） 障害者支援施設の指定に係る審査事項

省略 省略
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注１・２ 省略

３ 「定員緩和措置の有無」の欄は、愛媛県障害者支援施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年愛媛

県条例第５８号） 第９条第２項に基づく利用定員

緩和措置の適用の有無について記入すること。

４～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第３８条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第７号を除く。）に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

注１・２ 省略

３ 「定員緩和措置の有無」の欄は、障害者自立支援法に基

づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第１７７号）第９条第２項に基づく利用定員

緩和措置の適用の有無について記入すること。

４～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第３８条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号 に

該当しないことを誓約する書面

（その２） 昼間実施サービス及び施設入所支援に係る審査事項

省略 省略

注１～５ 省略

６ 「経過措置」とは、既存の障害者施設から移行する場合

にあっては、愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例（平成２４年愛媛県条例第

５４号）附則第２項から第９項まで の規定の適用

の有無をいうものであること。

７～９ 省略

（その３） 省略

別紙１４ 一般相談支援事業者の指定に係る審査事項

省略

注１～５ 省略

６ 「経過措置」とは、既存の障害者施設から移行する場合

にあっては、障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第１７２号）附則第２条から第１９条までの規定の適用

の有無をいうものであること。

７～９ 省略

（その３） 省略

別紙１４ 一般相談支援事業者の指定に係る審査事項

省略

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１９第２項に

おいて準用する同法第３６条第３項各号（第４号、第１０号

及び第１３号を除く。）に該当しないことを誓約する書面

� 省略

様式第５号（第２条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１９第２項に

おいて準用する同法第３６条第３項各号（第４号、第１０号

及び第１３号を除く。）に該当しないことを誓約する書面

� 省略

様式第５号（第２条関係） 業務管理体制整備（区分変更）届出書

省略 省略

届出の内容 届出の内容

□障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）

第５１条の２第２項、第５１条の３１第２項関係（整備）

□障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号 ）

第５１条の２第２項、第５１条の３１第２項関係（整備）

□法 第５１条の２第４項、第５１条の３１第４項

関係（区分の変更）

□障害者自立支援法第５１条の２第４項、第５１条の３１第４項

関係（区分の変更）

省略 省略

法 の該当す

る条文（事業者等の区分）

□法 第５１条の２

（指定障害福祉サービス事業

者及び指定障害者支援施設等

の設置者）

障害者自立支援法上の該当す

る条文（事業者等の区分）

□障害者自立支援法第５１条の２

（指定障害福祉サービス事業

者及び指定障害者支援施設等

の設置者）

□法 第５１条の３１

（指定相談支援事業者）

□障害者自立支援法第５１条の３１

（指定相談支援事業者）

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成１８年厚生

省略 障害者自立支援法施行規則

（平成１８年厚生

省略

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２５５



労働省令第１９号。以下「省

令」という。）第３４条の２８及

び第３４条の６２の規定に基づく

届出事項

労働省令第１９号

）第３４条の２８及

び第３４条の６２の規定に基づく

届出事項

省略 省略

注１～７ 省略

８ 省令 第３４条の２８第１項第３号若し

くは第４号又は第３４条の６２第１項第３号若しくは第４号の

規定に基づく届出事項がある場合は、関係する書類を添付

すること。

様式第６号（第２条、様式第８号関係） 自立支援医療費（精神通

院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

注１～７ 省略

８ 障害者自立支援法施行規則第３４条の２８第１項第３号若し

くは第４号又は第３４条の６２第１項第３号若しくは第４号の

規定に基づく届出事項がある場合は、関係する書類を添付

すること。

様式第６号（第２条、様式第９号関係） 自立支援医療費（育成医

療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転

入）

自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書

（新規・再認定・変更・転入）

自立支援医療費（育成医療・精神通院医療）支給

認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

省略 省略

注１・２ 省略

３ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�の書類は、

前回の申請において�の書類を提出している者が引き続き

当該精神通院医療に係る申請を行う場合であって、前回の

申請時から病状及び治療方針の変更がないときは、添付す

ることを要しない。

� 自立支援医療（精神通院医療）診断書（様式第７号）

� 省略

� 省略

� 省略

� 変更の場合にあっては、自立支援医療受給者証（精神

通院医療） （様式第１号）

〔自治体記入欄〕 省略

様式第７号（第２条、様式第６号関係） 自立支援医療（精神通院

医療）診断書

注１・２ 省略

３ 「治療方針の変更」の欄及び「診断書の添付」の欄は、

精神通院医療の場合に記入すること。

４ 次に掲げる書類を添付すること。

� 育成医療の場合にあっては、自立支援医療（育成医

療）意見書（様式第７号）

� 精神通院医療の場合（前回の申請において自立支援医

療（精神通院医療）診断書（様式第８号）を提出してい

る者が引き続き当該精神通院医療に係る申請を行う場合

であって、前回の申請時から病状及び治療方針の変更が

ないときを除く。）にあっては、自立支援医療（精神通

院医療）診断書

� 省略

� 省略

� 省略

� 変更の場合にあっては、自立支援医療受給者証（育成

医療・精神通院医療）（様式第１号）

〔自治体記入欄〕 省略

様式第８号（第２条、様式第６号関係） 自立支援医療（精神通院

医療）診断書

省略 省略

７ 現在の

障害福祉

サービス

等の利用

状況

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定

する自立訓練（生活訓練）、共同生活援助（グル

ープホーム）、共同生活介護（ケアホーム）、居

宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サー

ビス等、訪問指導等）

７ 現在の

障害福祉

サービス

等の利用

状況

（障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）に規定

する自立訓練（生活訓練）、共同生活援助（グル

ープホーム）、共同生活介護（ケアホーム）、居

宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サー

ビス等、訪問指導等）

省略 省略

注 省略

様式第８号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（精神通院医療）

注 省略

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証等記載事項変更

届出書（育成医療・精神通院医療）
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自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書（精

神通院医療）

自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書（育

成医療・精神通院医療）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 負担上限月額に関する事項（所得区分及び重度かつ継続

の該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更につい

ては、支給認定の変更を行うため、自立支援医療費（精神

通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更・転入）

（様式第６号）に必要事項を記載して提出する

こと。

様式第９号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（精神通院医

療）再交付申請書

注１～４ 省略

５ 負担上限月額に関する事項（所得区分及び重度かつ継続

の該当・非該当）及び指定自立支援医療機関の変更につい

ては、支給認定の変更を行うため、自立支援医療費（育成

医療・精神通院医療）支給認定申請書（新規・再認定・変

更・転入）（様式第６号）に必要事項を記載して提出する

こと。

様式第１０号（第２条関係） 自立支援医療受給者証（育成医療・

精神通院医療）再交付申請書

自立支援医療受給者証（精神通院医療）再交付

申請書

省略

自立支援医療受給者証（育成医療・精神通院医

療）再交付申請書

省略

省略 省略

注 省略

様式第１０号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１０号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診

療所の場合）

注 省略

様式第１１号（第２条、第３条関係） 指定自立支援医療機関（育成

医療・更生医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書

様式第１１号（その１） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（病院又は診

療所の場合）

省略 省略

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１０号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

注１～８ 省略

９ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１１号（その２） 指定自立支援医療機関（精神通院医療）

指定（変更・更新）申請書（病院又は診療所の場合）

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１０号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１１号（その３） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（薬局の場

合）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略
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（愛媛県立子ども療育センター使用規則の一部改正）

第６条 愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１０号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１１号（その４） 指定自立支援医療機関（育成医療・更生

医療・精神通院医療）指定（変更・更新）申請書（指定訪問看

護事業者又は指定居宅サービス事業者の場合）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号 省略

様式第１３号 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略

様式第１９号 省略

様式第２０号 省略

様式第２１号 省略

様式第２２号 省略

様式第２３号 省略

注１～４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

� 障害者自立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第５９条第３項におい

て準用する同法第３６条第３項各号（第１号から第３号ま

で及び第７号を除く。）に該当しないことを誓約する書

類

� 省略

様式第１２号 省略

様式第１３号 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略

様式第１９号 省略

様式第２０号 省略

様式第２１号 省略

様式第２２号 省略

様式第２３号 省略

様式第２４号 省略

改 正 後 改 正 前

（入所資格）

第１４条 療養介護を受けるために入所することができる者は、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「総合支援法」という。）第１９条第１項

に規定する支給決定に係る障害者とする。ただし、集団生活に著

しく支障を来すおそれのある者は、この限りでない。

（入所期間）

第１５条 療養介護に係る入所の期間は、総合支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

（入所資格）

第２３条 短期入所を受けるために入所することができる者は、総合

支援法第１９条第１項に規定する支給決定に係る障害者又は障害児

とする。ただし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者

は、この限りでない。

（入所期間）

（入所資格）

第１４条 療養介護を受けるために入所することができる者は、障害

者自立支援法 （平成

１７年法律第１２３号。以下「自立支援法」という。）第１９条第１項

に規定する支給決定に係る障害者とする。ただし、集団生活に著

しく支障を来すおそれのある者は、この限りでない。

（入所期間）

第１５条 療養介護に係る入所の期間は、自立支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

（入所資格）

第２３条 短期入所を受けるために入所することができる者は、自立

支援法第１９条第１項に規定する支給決定に係る障害者又は障害児

とする。ただし、集団生活に著しく支障を来すおそれのある者

は、この限りでない。

（入所期間）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２５８
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附 則

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この規則の施行の際現に提出されている第２条の規定による改正前の児童福祉法施行細則又は第５条の規定による改正前の障害者自立

支援法施行細則の規定による申請書は、それぞれ第２条の規定による改正後の児童福祉法施行細則又は第５条の規定による改正後の障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第３３号
愛媛県県道に設ける道路標識の寸法を定める規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県道に設ける道路標識の寸法を定める規則

県道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識（これらの道路標識の柱の部分を除く。）の寸

法は、別表のとおりとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その寸法を縮小することができ

るものとする。

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

別表

案内標識

第２４条 短期入所に係る入所の期間は、総合支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

（通所資格）

第４０条 生活介護を受けるために通所することができる者は、総合

支援法第１９条第１項に規定する支給決定に係る在宅の重症心身障

害者とする。

（通所期間）

第４１条 生活介護に係る通所の期間は、総合支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

第２４条 短期入所に係る入所の期間は、自立支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

（通所資格）

第４０条 生活介護を受けるために通所することができる者は、自立

支援法第１９条第１項に規定する支給決定に係る在宅の重症心身障

害者とする。

（通所期間）

第４１条 生活介護に係る通所の期間は、自立支援法第２３条に規定す

る支給決定の有効期間とする。ただし、知事は、特に必要がある

と認めるときは、この期間を変更することがある。

非常電話（１１６の２） 待避所（１１６の３） 非常駐車帯（１１６の４）

駐車場（１１７―Ａ） 登坂車線（１１７の２―Ａ） 県道番号（１１８の２―Ａ）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２５９



警戒標識

県道番号（１１８の２―Ｂ） 県道番号（１１８の２―Ｃ） 総重量限度緩和指定道路（１１８の３―Ａ）

総重量限度緩和指定道路（１１８の３―Ｂ） 高さ限度緩和指定道路（１１８の４―Ａ） 高さ限度緩和指定道路（１１８の４―Ｂ）

道路の通称名（１１９―Ａ） 道路の通称名（１１９―Ｂ） 道路の通称名（１１９―Ｃ）

まわり道（１２０―Ａ）

本標識板の規格 ＋形道路交差点あり（２０１―Ａ） 右（又は左）方屈曲あり（２０２）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２６０



補助標識

備考

１ 案内標識、警戒標識及び補助標識の種類、番号及び様式（寸法を表示する部分を除く。）については、道路標識、区画線及び道路

標示に関する命令（昭和３５年総理府・建設省令第３号）の例による。

２ 寸法

� 案内標識及び警戒標識については、図示の寸法（その単位はセンチメートルとする。以下同じ。）を基準とする。

� 「駐車場（１１７―Ａ）」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸

法の２．５倍まで拡大することができる。

信号機あり（２０８の２） 落石のおそれあり（２０９の２） 路面凹凸あり（２０９の３）

合流交通あり（２１０） 車線数減少（２１１） 幅員減少（２１２）

二方向交通（２１２の２）

補助標識板の規格 注意事項（５１０）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２６１
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� 「駐車場（１１７―Ａ）」、「県道番号（１１８の２―Ａ）」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路（１１８の４―

Ａ・Ｂ）」及び「まわり道（１２０―Ａ）」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別

の必要がある場合にあっては図示の寸法（�に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示
の寸法）の１．３倍、１．６倍又は２倍に、それぞれ拡大することができる。

� 「登坂車線（１１７の２―Ａ）」、「県道番号（１１８の２―Ｂ・Ｃ）」及び「道路の通称名（１１９―Ａ・Ｂ・Ｃ）」を表示する案内

標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の１．５倍又は２倍に、それぞれ

拡大することができる。

� 「道路の通称名（１１９―Ａ・Ｂ）」を表示する案内標識については図示の横寸法を、「道路の通称名（１１９―Ｃ）」を表示するも

のについては図示の縦寸法を、表示する文字の字数によりそれぞれ拡大することができる。

� 補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、

又は縮小することができる。

３ 文字等の大きさ等

� 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

� 「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点（１１４―Ｂ）」、「非常電話」、「待

避所」、「非常駐車帯」、「駐車場（１１７―Ａ）」、「登坂車線（１１７の２―Ａ）」、「県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、

「高さ限度緩和指定道路（１１８の４―Ａ・Ｂ）」、「道路の通称名（１１９―Ａ・Ｂ・Ｃ）」及び「まわり道」を表示する案内標識以

外の案内標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値（ローマ字

にあっては、その２分の１の値）を基準とする。ただし、必要がある場合は、１．５倍、２倍、２．５倍又は３倍に、それぞれ拡大する

ことができる。

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 文字の大きさ（単位 センチメートル）

７０以上 ３０

４０、５０又は６０ ２０

３０以下 １０

� 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の

大きさは、�の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの０．６倍の大きさとする。
� 「著名地点（１１４―Ｂ）」を表示する案内標識の文字の大きさは、１０センチメートルを標準とする。

� 「市町村」及び「県（１０２―Ａ）」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離（１０６―Ａ）」、「方面及び方向の予告」、

「方面及び方向（１０８の２―Ａ・Ｂ）」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名

地点（１１４―Ａ・Ｂ）」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当

該記号の大きさは、日本字の大きさの１．７倍以下の大きさとする。

� 「駐車場（１１７―Ａ）」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の

０．７倍以下の大きさとする。

� 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は、「待避所」、「駐車場（１１７―Ａ）」及び「まわり道（１２０―Ｂ）」を表示するものについては９ミリメートル、「県道

番号（１１８の２―Ａ）」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路（１１８の４―Ａ・Ｂ）」を表示するものにつ

いては１６ミリメートル、「登坂車線（１１７の２―Ａ）」を表示するものについては１０ミリメートル、「県道番号（１１８の２―Ｂ・

Ｃ）」及び「道路の通称名（１１９―Ａ・Ｂ・Ｃ）」を表示するものについては８ミリメートル、その他のものについては日本字

の大きさの２０分の１以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの２０分の１以上の太さとする。

イ 警戒標識

縁及び縁線は、１２ミリメートルとする。

�愛媛県規則第３４号
愛媛県証紙条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２６２
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�愛媛県告示第３３２号
愛媛県団体営土地改良事業補助金交付規程（昭和５３年２月愛媛県

告示第１７５号）は、平成２５年３月３１日限り廃止する。ただし、廃止

前の愛媛県団体営土地改良事業補助金交付規程の規定による補助事

業により取得し、又は効用の増加した財産の管理及び帳簿書類の保

存については、なお従前の例による。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

１ この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に存する改正前の愛媛県証紙条例施行規則別表の規定による証紙は、当分の間、なおその効力を有する。

�愛媛県告示第３３３号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２４年度の補

助金から適用する。ただし、改正前の愛媛県造林事業補助金交付規程の規定により補助金の交付を受けた者については、なお従前の例によ

る。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係）

証 紙

注１ 証 紙 の 種 類 に よ り、「１円」と あ る の は、「５円」、

「１０円」、「５０円」、「１００円」、「２００円」、「３００円」

又 は「５００円」と し、「１，０００円」と あ る の は、「２，０００

円」、「５，０００円」又は「１０，０００円」とする。

２ 省略

３ 色

１円 にぶ赤紫色

５円 灰味紫色

１０円 にぶ青紫色

５０円 にぶ緑色

１００円 灰味オリーブ色

２００円 暗い黄味茶色

３００円 灰味赤茶色

５００円 黄茶色

１，０００円 紅 色

２，０００円 紫 色

５，０００円 黄緑色

１０，０００円 うぐいす色

別表（第２条関係）

証 紙

注１ 省略

２ １００円以上のものについては地模様（黄色）刷込みとす

る。

３ 色

１円 緑 色

５円 朱 色

１０円 群青色

５０円 紫 色

１００円 緋 色

２００円 青 色

３００円 暗褐色

５００円 暗緑色

１，０００円 赤 色

２，０００円 暗いグレー

５，０００円 オリーブ色

１０，０００円 暗茶紫色

改 正 後 改 正 前

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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� 森林環境保全直接支援事業 利用期を迎えつつある森林資源

を活用し及び持続的な森林経営を実現するため、森林法（昭和

２６年法律第２４９号）第１１条第５項の認定に係る森林経営計画

（以下「森林経営計画」という。）の作成者等が、施業の集約

化及び路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的

な搬出、間伐等の森林施業及びこれと一体となつた森林作業道

（継続的に使用される作業道であつて、森林作業道作設指針の

制定について（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁

長官通知）に基づいて知事が別に定める指針に適合するものを

いう。以下同じ。）の開設等を行うものとし、その区分、補助

基準及び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のと

おりとする。

� 環境林整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、別

表第２のとおりとする。

ア・イ 省略

ウ 保全松林緊急保護整備 森林病害虫等防除法（昭和２５年法

律第５３号）第２条第１項第１号に規定する松くい虫が運ぶ線

虫類により被害が発生している松林において、松くい虫被害

対策の実施について（平成９年４月７日付け９林野造第１０５

号林野庁長官通知）に基づき公益的機能の高い健全な松林の

整備又は樹種転換（同条第７項に規定する樹種転換をい

う。）を行う森林施業

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法第１０

条の１１の９第２項の規定による施業実施協定の認可を受

けた特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。）が森林

所有者から受託して森林経営計画若しくは森林法の一部

を改正する法律（平成２３年法律第２０号）による改正前の

森林法（以下「旧法」という。）第１１条第４項（旧法第

１２条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）

の認定に係る森林施業計画（以下「森林施業計画」とい

う。）を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有

者等（森林法第１０条の７に規定する森林所有者等をい

う。以下同じ。）と森林法第１０条の１１の９第２項に規定

する施業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管

理及び整備

ｃ 市民開放タイプ 森林経営計画若しくは森林施業計画

の地域住民への開示又は市町若しくは特定非営利活動法

人等との協定に基づき所有森林を市民へ開放する森林所

有者等が実施する森林整備

� 省略

� 機能回復整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第４のとおりとする。

ア 特定森林造成事業 森林の生産力の回復、増進等の観点か

ら、林木の成長が不良な土地及び耕作放棄地等を対象として

行う次に掲げる事業とする。

� 森林環境保全直接支援事業 利用期を迎えつつある森林資源

を活用し及び持続的な森林経営を実現するため、森林法（昭和

２６年法律第２４９号）第１１条第４項の認定に係る森林施業計画

（以下「森林施業計画」という。）の作成者等が、施業の集約

化及び路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的

な搬出、間伐等の森林施業及びこれと一体となつた森林作業道

（継続的に使用される作業道であつて、森林作業道作設指針の

制定について（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁

長官通知）に基づいて知事が別に定める指針に適合するものを

いう。以下同じ。）の開設等を行うものとし、その区分、補助

基準及び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のと

おりとする。

� 環境林整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、別

表第２のとおりとする。

ア・イ 省略

ウ 保全松林緊急保護整備 森林病害虫等防除法（昭和２５年法

律第５３号）第２条第１項第１号に規定する松くい虫が運ぶ線

虫類により被害が発生している松林において、松くい虫被害

対策事業実施要領（平成９年４月１日付け９林野造第８２号林

野庁長官通知） に基づき公益的機能の高い健全な松林の

整備又は樹種転換（同条第７項に規定する樹種転換をい

う。）を行う森林施業

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 省略

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法第１０

条の１１の８第２項の規定による施業実施協定の認可を受

けた特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。）が森林

所有者から受託して森林施業計画

を作成し、又は特定非営利活動法人等が森林所有

者等（同法 第１０条の７に規定する森林所有者等をい

う。以下同じ。）と同項 に規定

する施業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管

理及び整備

ｃ 市民開放タイプ 森林施業計画

の地域住民への開示又は市町若しくは特定非営利活動法

人等との協定に基づき所有森林を市民へ開放する森林所

有者等が実施する森林整備

� 省略

� 機能回復整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第４のとおりとする。

ア 特定森林造成事業 森林の生産力の回復、増進等の観点か

ら、林木の成長が不良な土地及び耕作放棄地等を対象として

行う次に掲げる事業とする。
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�・� 省略

� 造林未済地緊急造林 市町村森林整備計画（森林法第１０

条の５第１項の市町村森林整備計画をいう。以下同じ。）

に定める公益的機能別施業森林区域（同法第５条第２項第

４号の３に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。）

内の伐採後３年以上造林が行われていない林地を対象に１５

年以上皆伐をしないことについて協定を締結した上で行う

郷土樹種の植栽、天然更新の補助作業等

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの

ア～オ 省略

カ 森林所有者の団体（森林法施行令（昭和２６年政令第２７６

号）第１１条第８号に規定する団体をいう。以下同じ。）

キ 森林経営計画の認定を受けた者（以下「森林経営計画策定

者」という。）

ク 省略

ケ 特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進に関する

特別措置法（平成２０年法律第３２号）第４条第１項に規定する

特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）において特定間伐

等の実施主体に位置付けられた者

コ 要間伐森林（森林法第１０条の１０第２項に規定する要間伐森

林をいう。以下同じ。）に係る同法第１０条の１１の２第１項第

２号の契約の締結に関し同法第１０条の１１の４第１項（同法第

１０条の１１の６第２項において読み替えて準用する場合を含

む。）の知事の裁定を受けた者（以下「施業代行者」とい

う。）

� 環境林整備事業の広葉樹林化等整備 にあつ

ては、次に掲げる者（その所有する森林で施業を行う者を除

き、市町にあつては森林所有者と、市町以外の事業主体にあつ

ては地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者に限

る。）

ア～エ 省略

� 環境林整備事業の被害森林整備にあつては、次に掲げる者

（その所有する森林で施業を行う者（市町を除く。）を除き、

市町にあつては森林所有者と、市町以外の事業主体にあつては

地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者に限る。）

ア 市町

�・� 省略

� 造林未済地緊急造林 森林法第５条第２項第４号の３に

規定する

公益的機能別施業森林区域

内の伐採後３年以上造林が行われていない林地を対象に１５

年以上皆伐をしないことについて協定を締結した上で行う

郷土樹種の植栽、天然更新の補助作業等

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの（間

伐及び更新伐にあつては、キ又はクに掲げる者であつて、森林

施業計画及び特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進

に関する特別措置法（平成２０年法律第３２号）第４条第１項に規

定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）に基づき、多

様な森林整備推進のための集約化の促進について（平成１９年３

月３０日付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通知）に定める集約化

実施計画（以下「集約化実施計画」という。）の対象森林又は

民有林と協調した森林整備等を推進するために森林管理署等が

地方公共団体等との間で締結する協定について（平成１５年４月

２２日付け１４林国経第３５号林野庁長官通知）に基づき締結された

森林施業の一体化を図る団地（以下「森林共同施業団地」とい

う。）の設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）において当該間伐及び

更新伐を実施するものに限る。）

ア～オ 省略

カ 森林所有者の団体（森林法施行令

第１１条第８号に規定する団体をいう。以下同じ。）

キ 省略

ク 特定間伐等促進計画

において特定間伐

等の実施主体に位置付けられた者

� 環境林整備事業の広葉樹林化等整備及び被害森林整備にあつ

ては、次に掲げる者（その所有する森林で施業を行う者を除

き、市町にあつては森林所有者と、市町以外の事業主体にあつ

ては地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者に限

る。）

ア～エ 省略
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イ 森林組合等

ウ 森林整備法人等

エ 特定非営利活動法人等

オ 森林経営計画策定者（森林経営計画の対象森林を含む林班

内に存する森林において事業を実施する者に限る。次号にお

いて同じ。）

� 環境林整備事業の保全松林緊急保護整備にあつては、次に掲

げるもの

ア～オ 省略

カ 森林経営計画策定者

� 絆の森整備事業の市民参加型森林整備にあつては、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める者

ア 省略

イ 市民主導タイプ 森林経営計画策定者、森林施業計画の認

定を受けた者（森林所有者及び森林組合その他の林業事業体

を除く。）及び特定非営利活動法人等

ウ 市民開放タイプ 森林所有者等のうち森林経営計画策定

者、森林施業計画の認定を受けた者及び市町と森林整備に関

する協定を締結した森林所有者

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げる者に限

る。

ア～カ 省略

キ 森林経営計画策定者

ク 省略

� 省略

� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める規模

ア 間伐及び更新伐を実施する場合（要間伐森林において施業

代行者が実施する場合を除く。） 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める規模

� 森林経営計画に基づいて行う場合 次に掲げる規模のい

ずれにも該当する規模であること又は１森林経営計画内に

おいて間伐及び更新伐を実施すべき施行地の面積の合計が

５ヘクタール未満である場合にあつては、原則として当該

施行地の全てにおいて間伐及び更新伐を実施するものであ

り、かつ、間伐及び更新伐のそれぞれにおいて、伐採木の

搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除して得た値

が１ヘクタール当たり１０立方メートル以上であること。

ａ 次条の規定による補助金の交付申請ごとに、かつ、森

林経営計画ごとに間伐及び更新伐の施行地の面積の合計

が５ヘクタール以上（民有林と協調した森林整備等を推

進するために森林管理署等が地方公共団体等との間で締

結する協定について（平成１５年４月２２日付け１４林国経第

３５号林野庁長官通知）に基づき締結された森林施業の一

体化を図る団地（以下「森林共同施業団地」という。）

の設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）で実施される場

合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面

� 環境林整備事業の保全松林緊急保護整備にあつては、次に掲

げるもの

ア～オ 省略

� 絆の森整備事業の市民参加型森林整備にあつては、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める者

ア 省略

イ 市民主導タイプ 森林施業計画の認

定を受けた者（森林所有者及び森林組合その他の林業事業体

を除く。）及び特定非営利活動法人等

ウ 市民開放タイプ 森林所有者等のうち

森林施業計画の認定を受けた者及び市町と森林整備に関

する協定を締結した森林所有者

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げる者に限

る。

ア～カ 省略

キ 省略

� 省略

� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 １施行地の面積が０．１ヘクター

ル以上（間伐及び更新伐にあつては次条の規定による補助金の

交付申請ごとに、１集約化実施計画当たりの施行地の面積の合

計が５ヘクタール以上（森林共同施業団地対象民有林で実施す

る場合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面積

が２．５ヘクタール以上で、かつ、当該交付申請に係る間伐又は

更新伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施したと認められ

る国有林の間伐又は更新伐の施行地の面積の合計が５ヘクター

ル以上）で、かつ、伐採木の搬出材積の合計を当該１集約化実

施計画当たりの施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘクタ

ール当たり１０立方メートル以上、水田跡地の人工造林にあつて

は１施行地の面積が０．０５ヘクタール以上）であるもの
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積が２．５ヘクタール以上（１森林経営計画の対象森林で

ある場合に限る。）で、かつ、間伐及び更新伐の施行地

の面積とこれらと一体的に実施したと認められる国有林

の間伐及び更新伐に相当する施行地の面積との合計が５

ヘクタール以上

ｂ 間伐及び更新伐のそれぞれの伐採木の搬出材積の合計

をそれぞれの施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘ

クタール当たり１０立方メートル以上

� 森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づいて行う場

合（多様な森林整備推進のための集約化の促進について

（平成１９年３月３０日付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通

知）に定める集約化実施計画（以下「集約化実施計画」と

いう。）の対象森林又は森林共同施業団地対象民有林にお

いて実施する場合に限る。） 次に掲げる規模のいずれに

も該当する規模であること。

ａ 間伐及び更新伐のそれぞれにおいて、次条の規定によ

る補助金の交付申請ごとに、かつ、集約化実施計画ごと

に、施行地の面積の合計が５ヘクタール以上（森林共同

施業団地対象民有林において実施する場合にあつては、

１森林共同施業団地当たりの施行地の面積が２．５ヘクタ

ール以上で、かつ、間伐又は更新伐の施行地の面積とこ

れらと一体的に実施されたと認められる国有林の間伐又

は更新伐に相当する施行地の面積との合計が５ヘクター

ル以上）

ｂ 伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で

除して得た値が１ヘクタール当たり１０立方メートル以上

イ 水田跡地の人工造林を実施する場合 １施行地の面積が

０．０５ヘクタール以上であること。

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合（附帯施設等整備及び森

林作業道整備を実施する場合を除く。） １施行地の面積が

０．１ヘクタール以上であること。

�～� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

� 省略

� 第２条第１号の事業のうち森林経営計画又は森林施業計画に

基づいて行うものについて、これら の

認定が取り消されたとき 交付を受けた補助金相当額（知事が

特に必要と認める場合にあつては、知事が指定する金額）

�～� 省略

� 第２条第３号及び第４号に掲げる事業のうち森林作業道の開

設又は改良に係る造林補助事業について、第５条第３号及び第

４号に規定する補助対象となる必要規模以上の事業を実施しな

いとき（天災等不可抗力によるものとして知事が認めたときを

除く。） 交付を受けた当該森林作業道の開設又は改良に係る

補助金相当額（森林経営計画、森林施業計画又は特定間伐等促

進計画に基づき必要な施業を行う場合において、施業の実施時

期にかかわらず一括して開設した森林作業道に係る造林につい

て補助対象となる必要規模以上の事業を実施しないものに係る

�～� 省略

（補助金の交付条件）

第９条 省略

２・３ 省略

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

� 省略

� 第４条第１号キに掲げる者が森林施業計画に基づいて第２条

第１号に掲げる事業を行う場合において、当該森林施業計画の

認定が取り消されたとき 交付を受けた補助金相当額（知事が

特に必要と認める場合にあつては、知事が指定する金額）

�～� 省略

� 第２条第３号及び第４号に掲げる事業のうち森林作業道の開

設又は改良に係る造林補助事業について、第５条第３号及び第

４号に規定する補助対象となる必要規模以上の事業を実施しな

いとき（天災等不可抗力によるものとして知事が認めたときを

除く。） 交付を受けた当該森林作業道の開設又は改良に係る

補助金相当額（ 森林施業計画又は特定間伐等促

進計画に基づき必要な施業を行う場合において、施業の実施時

期にかかわらず一括して開設した森林作業道に係る造林につい

て補助対象となる必要規模以上の事業を実施しないものに係る
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当該森林作業道の路線区間があるとき（天災等不可抗力による

ものとして知事が認めたときを除く。）にあつては、交付を受

けた補助金のうち当該路線区間の補助金相当額）

５・６ 省略

別表第１（第３条関係）

森林環境保全直接支援事業

当該森林作業道の路線区間があるとき（天災等不可抗力による

ものとして知事が認めたときを除く。）にあつては、交付を受

けた補助金のうち当該路線区間の補助金相当額）

５・６ 省略

別表第１（第３条関係）

森林環境保全直接支援事業

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 除伐 下刈りが終了したⅤ齢級以下（天然

林にあつては、ⅩⅡ齢級以下）の林

分又は伐採しようとする不良木の胸

高直径の平均が１８センチメートル未

満の林分において行う不用木（侵入
とう

竹を含む。）の除去及び不良木の淘

汰に要する経費

省略 ７ 除伐 下刈りが終了したⅤ齢級以下（天然

林にあつては、ⅩⅡ齢級以下）の林

分

において行う不用木（侵入
とう

竹を含む。）の除去及び不良木の淘

汰に要する経費

省略

８ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢

級以下の林分若しくは市町村森林整

備計画に定める立木の標準伐期齢

（以下「標準伐期齢」という。）に

２を乗じて得た林齢以下の林分又は

地域の標準的な施業における本数密

度をおおむね５割上回る森林若しく

は立木の収量比数がおおむね１００分

の９５以上の森林において行う不用木

（侵入竹を含む。）の除去及び不良
とう

木の淘汰並びにこれらの搬出集積

（標準伐期齢に２を乗じて得た林齢

以下の林分において行うものにあつ

ては、森林経営計画に基づいて行う

ものに限る。）に要する経費

省略 ８ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢

級以下の林分

又は

地域の標準的な施業における本数密

度をおおむね５割上回る森林若しく

は立木の収量比数がおおむね１００分

の９５以上の森林において行う不用木

（侵入竹を含む。）の除去及び不良
とう

木の淘汰並びにこれらの搬出集積

に要する経費

省略

９ 更新伐 育成複層林の造成及

び育成（長期育成循環施業の対象森

林に お け る 適 正 な 密 度 管 理 を 含

む。）若しくは人工林の広葉樹林化

の促進又は天然林の質的かつ構造的

な改善のための適正な更新を目的と

して、ⅩⅧ齢級以下又は標準伐期齢

に２を乗じて得た林齢以下の林分

（長期育成循環施業の一環として実

施する場合にあつては、Ⅹ齢級以

上の林分）において行う不用木（侵
とう

入竹を含む。）の除去、不良木の淘

汰及び支障木、あばれ木等の伐倒並

びにこれらの搬出集積及び巻枯らし

（標準伐期齢に２を乗じて得た林齢

以下の林分において行うものにあつ

ては、森林経営計画に基づいて行う

ものに限る。）に要する経費

省略 ９ 更新伐 人工林における育成複層林の造成及

び育成（長期育成循環施業の対象森

林に お け る 適 正 な 密 度 管 理 を 含

む。）若しくは 広葉樹林化

の促進又は天然林の質的かつ構造的

な改善のための適正な更新を目的と

してⅩⅧ齢級以下

（長期育成循環施業の一環として実

施する場合にあつては、Ⅹ齢級以

上）の林分において行う不用木（侵
とう

入竹を含む。）の除去、不良木の淘

汰及び支障木、あばれ木等の伐倒並

びにこれらの搬出集積及び巻枯らし

に要する経費

省略

１０ 省略 １０ 省略

１１ 森林作業

道整備

森林作業道の開設及び改良（暴風、

洪水、高潮、地震その他の異常な天

然現象により被害を受け、通行不能

省略 １１ 森林作業

道整備

森林作業道の開設及び改良 省略
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となつた森林作業道の復旧を含む。

以下同じ。）に要する経費 に要する経費

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が森林経

営計画、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が

森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

別表第２（第３条関係）

環境林整備事業

１ 広葉樹林化等整備

別表第２（第３条関係）

環境林整備事業

１ 広葉樹林化等整備

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 除伐 別表第１ ７に同じ。 省略 ７ 除伐 下刈りが終了したⅤ齢級以下の林分

において行う不用木（侵入竹を含
とう

む。）の除去及び不良木の淘汰に要

する経費

省略

８ 更新伐 育成複層林の造成及

び育成若しくは人工林の広葉樹林化

の促進又は天然林の質的かつ構造的

な改善のための適正な更新を目的と

してⅩⅧ齢級以下（長期育成循環施

業の一環として実施する場合にあつ

ては、Ⅹ齢級以上）の林分において

行う不用木（侵入竹を含む。）の除
とう

去、不良木の淘汰及び支障木、あば

れ木等の伐倒並びにこれらの巻枯ら

しに要する経費

省略 ８ 更新伐 人工林における育成複層林の造成及

び育成若しくは 広葉樹林化

の促進又は天然林の質的かつ構造的

な改善のための適正な更新を目的と

してⅩⅧ齢級以下（長期育成循環施

業の一環として実施する場合にあつ

ては、Ⅹ齢級以上）の林分において

行う不用木（侵入竹を含む。）の除
とう

去、不良木の淘汰及び支障木、あば

れ木等の伐倒並びにこれらの巻枯ら

しに要する経費

省略

９・１０ 省略 ９・１０ 省略

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が森林経

営計画、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が

森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

２ 被害森林整備 ２ 被害森林整備

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 除伐 別表第１ ７に同じ。 省略 ７ 除伐 １の表 ７に同じ。 省略

８～１０ 省略 ８～１０ 省略

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が森林経

営計画、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が

森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく
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ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

３ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

３ 保全松林緊急保護整備

� 省略

� 松林保護樹林帯造成

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～５ 省略 １～５ 省略

６ 除伐 別表第１ ７に同じ。 省略 ６ 除伐 １の表 ７に同じ。 省略

７～９ 省略 ７～９ 省略

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が森林経

営計画、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

備考

１～４ 省略

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実

施することとされている施業に２年（当該森林作業道の

開設と一体的に実施することとされている施業が

森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づく

ものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先

行して実施することができる。

別表第３（第３条関係）

共生環境整備事業

１ 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

別表第３（第３条関係）

共生環境整備事業

１ 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 林内歩道

等整備

共生環境整備、管理及び利用者の利

便性の確保を目的として行う林内歩

道及び

森林作業道の開設及び改良に要する

経費

省略 ４ 林内歩道

等整備

共生環境整備、管理及び利用者の利

便性の確保を目的として行う林内歩

道並びに長期間継続して使用される

森林作業道の開設及び改良に要する

経費

省略

５ 省略 ５ 省略

備考

１ 省略

２ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

備考

１ 省略

２ 森林作業道の開設については 、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 野生生物共生林整備 � 野生生物共生林整備

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～４ 省略 １～４ 省略

備考 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う

場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実施す

ることができる。

備考 森林作業道の開設については 、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う

場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実施す

ることができる。

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 特定林地改良

別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 特定林地改良

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～３ 省略 １～３ 省略

備考 備考
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�愛媛県告示第３３４号
愛媛県工事執行規程（昭和３９年８月愛媛県告示第６９５号）の一部を次のように改正し、平成２５年４月１日から施行する。ただし、改正後

の愛媛県工事執行規程第１２条の２第１項の規定は、同日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結している工事につ

いては、なお従前の例による。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１・２ 省略

３ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

１・２ 省略

３ 森林作業道の開設については 、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 耕作放棄地等森林造成 � 耕作放棄地等森林造成

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 除伐 別表第１ ７に同じ。 省略 ７ 除伐 別表第２ １の表７に同じ。 省略

８～１１ 省略 ８～１１ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道の開設については 、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

� 造林未済地緊急造林 � 造林未済地緊急造林

区分 補助基準（経費の内容） 補助率 区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１～６ 省略 １～６ 省略

７ 除伐 別表第１ ７に同じ。 省略 ７ 除伐 別表第２ １の表７に同じ。 省略

８～１０ 省略 ８～１０ 省略

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道の開設については、森林経営計画、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

備考

１～３ 省略

４ 森林作業道の開設については 、森林施

業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行

う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず一括して実

施することができる。

改 正 後 改 正 前

第１０条 削除

（中間前金払）

第１２条の２ 中間前金払（前条の規定による前金払に追加してする

前金払をいう。以下同じ。）の対象は、１件の請負代金額が１００

万円 以上の工事とする。

２ 請負者は、中間前金払を受けようとする場合は、あらかじめ契

約担当者に対し、当該建設工事が地方自治法施行規則（昭和２２年

内務省令第２９号）附則第３条第３項各号に掲げる要件に該当する

ことの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。

（工事監督日誌）

第１０条 監督員は、当該工事について工事監督日誌（様式第２号）

を作成しなければならない。

（中間前金払）

第１２条の２ 中間前金払（前条の規定による前金払に追加してする

前金払をいう。以下同じ。）の対象は、１件の請負代金額が１，０

００万円以上の工事とする。

２ 請負者は、中間前金払を受けようとする場合は、あらかじめ契

約担当者に対し、当該建設工事が地方自治法施行規則（昭和２２年

内務省令第２９号）附則第３条第２項各号に掲げる要件に該当する

ことの認定を請求し、その旨の認定を受けなければならない。

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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様式第２号を次のように改める。

様式第２号 削除

�愛媛県告示第３３５号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正し、平成２５年

４月１日から施行する。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

３ 省略

（債権譲渡）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 前各項の規定にかかわらず、請負者が愛媛県建設業振興資金貸

付金の貸付けを受けるために愛媛県建設業協同組合連合会に対し

て行う債権譲渡及び公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活

用した融資制度又は地域建設業経営強化融資制度に係る融資を受

けるために愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サ

ービスに対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続

は、別に定める。

３ 省略

（債権譲渡）

第１３条 省略

２～６ 省略

７ 前各項の規定にかかわらず、請負者が愛媛県建設業振興資金貸

付金の貸付けを受けるために社団法人愛媛県建設業協会 に対し

て行う債権譲渡及び公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活

用した融資制度又は地域建設業経営強化融資制度に係る融資を受

けるために愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サ

ービスに対して行う債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続

は、別に定める。

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

� パーキング・チケット発給手数料

�～� 省略

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

� パーキング・メーター作動及びパーキング・チケット発給手

数料

�～� 省略

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号

四国中央市新宮町新宮１９０番５地先から
同町新宮１８９番地先まで

及 び
四国中央市新宮町新宮１４２番６から
同町新宮１９１番２まで

旧
５．０～３４．０

１５．０～５４．０

０．０９２

０．０９３

四国中央市新宮町新宮１４２番６から

同町新宮１９１番２まで
新 １５．０～５４．０ ０．０９３

〃 〃

四国中央市新宮町新宮２３８番２から
同町新宮２６９番６地先まで

及 び
四国中央市新宮町新宮２３２番２から
同町新宮２６９番６まで

旧
６．８～４４．０

１０．０～１５．０

０．３１４

０．１０８

四国中央市新宮町新宮２３２番２から

同町新宮２６９番６まで
新 １０．０～１５．０ ０．１０８

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立４６７８番から

同町馬立４６７９番まで

旧 ５．０～１４．０ ０．０５８

新 １０．０～１５．０ ０．０５８

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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訓 令

�愛媛県告示第３３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山８６９番２から

同町上山７４８番２まで

旧 ７．０～２３．０ ０．１２０

新 １１．０～６９．０ ０．１１５

〃 〃
四国中央市新宮町上山３０４１番１から

同町上山３０３４番６まで

旧 １６．２～３３．８ ０．０５０

新 １６．２～４７．６ ０．０５０

〃 〃
四国中央市新宮町馬立４４５６番から

同町馬立４３８５番まで

旧 ５．０～２０．０ ０．３６０

新 ８．５～２８．０ ０．３６０

〃 〃
四国中央市新宮町馬立４４７０番から

同町馬立４３４７番まで

旧 ５．０～２１．０ ０．１４８

新 ９．０～３５．０ ０．１４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山８６９番２から

同町上山７４８番２まで
平成２５年３月２９日

〃 〃
四国中央市新宮町上山３０４１番１から

同町上山３０３４番６まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 森松重信線
東温市見奈良字廣坪５２１番６から

同字５８８番７まで
平成２５年３月２９日

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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教育委員会規則

各地方機関

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県研修所規程の一部を改正する訓令

愛媛県研修所規程（昭和３０年愛媛県訓令第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第１号
愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正する

規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則及び愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部を改正

する規則

（愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和３８年愛媛県教育委員会規則第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（研修生の受託）

第１６条 知事の事務部局に属しない機関の長又は市町（一部事務組

合及び広域連合を含む。以下同じ。）の長（一部事務組合にあつ

ては、管理者又は理事）から、その職員の研修について委託を受

けたときは、研修に参加させることができる。

２ 市町の職員の研修について委託を受けたときは、研修を行うこ

とができる。

（研修の聴講）

第１６条の２ 所長は、その業務の全部又は一部が県の事務又は事業

と密接な関連を有する団体の長から申請があつたときは、その職

員の研修の聴講を認めることができる。

（研修生の受託）

第１６条 知事の事務部局に属しない機関の長又は市町長

から、その職員の研修について委託を受

けたときは、研修に参加させることができる。

２ 市町職員 の研修について委託を受けたときは、研修を行うこ

とができる。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

地

区

高等学校名
通 学 区 域

地

区

高等学校名
通 学 区 域

本校 分校 本校 分校

省

略

省

略

中
予
地
区

省略

省略

省略 中
予
地
区

省略

中山

省略

省略

省

略

省

略

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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教育委員会訓令

（愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県県立学校の課程、修業年限、学科及び生徒定員等に関する規則（昭和３９年愛媛県教育委員会規則第７号）の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会訓令第１号
教育委員会事務局

教 育 機 関

愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県教職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県教職員安全衛生管理規程（平成２１年愛媛県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１の１（第２条関係） 別表第１の１（第２条関係）

学校名

全日制の課程 定時制の課程

学校名

全日制の課程 定時制の課程

修業

年限

学科 生徒

定員

修業

年限

学科 昼

夜

別

生徒

定員

修業

年限

学科 生徒

定員

修業

年限

学科 昼

夜

別

生徒

定員

省略 省略

中山高等学校

省略 省略

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第１９条関係）

健康診断の種類及び内容

別表第２（第１９条関係）

健康診断の種類及び内容

種類 対象職員 検査項目 実施回数 備考 種類 対象職員 検査項目 実施回数 備考

一 般 定 期 健

康 診 断

全職員 省略

胸部Ｘ線ＣＲ

撮影検査

省略

省略 一 般 定 期 健

康 診 断

全職員 省略

胸部Ｘ線間接

撮影検査

かくたん検査

省略

省略

省略

胸部Ｘ線ＣＴ

撮影検査

省略

省略 省略

胸部Ｘ線直接

撮影検査

胸部Ｘ線断層

撮影検査

省略

省略

省略 省略

その

他の

健康

省略 その

他の

健康

省略

肺 が

ん 検

４０歳以上

の職員

胸部Ｘ線ＣＲ

撮影検査

省略 肺 が

ん 検

４０歳以上

の職員

胸部ＣＲ撮影

検査

省略

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２７５



人事委員会規則

��������������

附 則

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則２－２３
愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則（愛媛県人事委員会規則２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１３３
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

診断 診 診断 診

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（委任事務）

第２条 法及びこれに基づく条例並びに規則に別段の定めがある場

合のほか、人事委員会の権限に属する事務中次に掲げる事務を処

理する権限は、事務局長に委任する。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

（委任事務）

第２条 法及びこれに基く 条例並びに規則に別段の定めがある場

合の外 、人事委員会の権限に属する事務中次に掲げる事務を処

理する権限は、事務局長に委任する。

�～� 省略

� 事務局職員の児童手当及び子ども手当の認定に関すること。

�～� 省略

改 正 後 改 正 前

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１２条の４ 条例第１９条第３項の人事委員会が定める作業は、防弾

装備を着装し、かつ、武器を携帯して行う次に掲げる作業とす

る。

�～� 省略

� 暴力団等により保護対象者に危害が加えられることを未然に

防止するための身辺警戒又は固定警戒の作業

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 条例第２０条第１項第７号に定める手当の額は、作業に従事した

日１日につき次の表に定める額とする。

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１２条の４ 条例第１９条第３項の人事委員会が定める作業は、防弾

装備を着装し、かつ、武器を携帯して行う次に掲げる作業とす

る。

�～� 省略

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 条例第２０条第１項第７号に定める手当の額は、作業に従事した

日１日につき次の表に定める額とする。

第１２条の４の作業 手当の額 第１２条の４の作業 手当の額

省略 省略

第４号から第６号までの作業 省略 第４号及び第５号 の作業 省略

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１３４
住居手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

住居手当に関する規則の一部を改正する規則

住居手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４５９）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

６～２４ 省略

（災害応急作業等手当）

第３４条の４ 省略

２～６ 省略

７ 条例附則第５項第５号に定める手当の額は、作業に従事した日

１日につき次の区分による額とする。

� 条例附則第５項第５号アの作業は、５，０００円

� 条例附則第５項第５号イの作業は、１，０００円

６～２４ 省略

（災害応急作業等手当）

第３４条の４ 省略

２～６ 省略

７ 条例附則第５項第５号に定める手当の額は、作業に従事した日

１日につき次の区分による額とする。

� 条例附則第５項第３号アの作業は、５，０００円

� 条例附則第５項第３号イの作業は、１，０００円

改 正 後 改 正 前

（適用除外職員）

第２条 条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職

員は、次の各号に掲げる職員とする。

� 省略

� 職員の扶養親族たる者（条例第８条第２項に規定する扶養親

族で条例第９条第１項の規定による届出がされている者に限

る。以下同じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者（婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族

たる者（条例第８条に規定する扶養親族で条例第９条第１項の

規定による届出がされている者に限る。以下同じ。）以外のも

のが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第２号

に掲げる住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅

の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第３条及び第４条 削除

（配偶者が居住するための住宅から除く住宅）

（適用除外職員）

第２条 条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規則で定める職

員は、次の各号に掲げる職員とする。

� 省略

�

配偶者（婚姻の届

出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族

たる者（条例第８条に規定する扶養親族で条例第９条第１項の

規定による届出がされている者に限る。以下同じ。）以外のも

のが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第２号

に掲げる住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅

の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

（職員の所有に係る住宅に準ずる住宅）

第３条 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規則で定める住

宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

� 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した

住宅

� 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規

定する契約により購入した住宅

� その他人事委員会が定める住宅

（世帯主）

第４条 条例第９条の５第１項第２号及び第４号の「世帯主」と

は、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をい

う。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配

偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者（以下「配偶者等」

という。）とが共有している住宅（人事委員会がこれに準ずると

認める住宅を含む。）に当該職員と当該配偶者等とが同居してい

るときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成してい

るものとする。

（配偶者が居住するための住宅から除く住宅）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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別記様式を次のように改める。

第５条 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規則で定める住

宅は、第２条第１号に規定する職員住宅及び同条第２号に規定す

る住宅とする。

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員で、同項第３号に規定する

満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住

するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転（国

家公務員等であつた者から引き続き条例第３条第１項の給料表の

適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公

共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３

年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣若しくは公

益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例

第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣から職務に復帰

した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用

された職員にあつては当該復帰又は採用。以下同じ。）の直前の

住居であつた住宅（前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。）

又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受

け、月額１２，０００円を超える家賃を支払つているものとする。

第５条の３ 条例第９条の５第１項第４号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則第６条第２項に該当する職

員で、その所有に係る住宅（第３条各号に掲げる住宅を含む。）

で同項第３号に規定する異動若しくは公署の移転の直前の住居で

あつたもの又はこれに準ずるものとして人事委員会が定めるもの

に同号に規定する満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が居住しているもの（その職員が当該住宅に居住して

いるものとした場合に世帯主（第４条に規定する世帯主をい

う。）となる職員に限る。）とする。

（届出）

第６条 新たに条例第９条の５第１項の職員たる要件を具備するに

至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添

付して、住居届兼住居手当認定・確認簿（別記様式）により、そ

の居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出な

ければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家

賃の額等 の変更があつた場合についても、同

様とする。

２ 省略

第５条 条例第９条の５第１項第３号の人事委員会規則で定める住

宅は、第２条第１号に規定する職員住宅及び同条第２号に規定す

る住宅とする。

（権衡職員の範囲）

第５条の２ 条例第９条の５第１項第３号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７

―７６３）第６条第２項に該当する職員で、同項第３号に規定する

満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子が居住

するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転（国

家公務員等であつた者から引き続き条例第３条第１項の給料表の

適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公

共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和６３

年愛媛県条例第４号）第２条第１項の規定による派遣若しくは公

益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年愛媛県条例

第４７号）第２条第３項第１号に規定する職員派遣から職務に復帰

した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関

する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第１項の規定により採用

された職員にあつては当該復帰又は採用。以下同じ。）の直前の

住居であつた住宅（前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。）

又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受

け、月額１２，０００円を超える家賃を支払つているものとする。

第５条の３ 条例第９条の５第１項第４号の人事委員会規則で定め

る職員は、単身赴任手当に関する規則第６条第２項に該当する職

員で、その所有に係る住宅（第３条各号に掲げる住宅を含む。）

で同項第３号に規定する異動若しくは公署の移転の直前の住居で

あつたもの又はこれに準ずるものとして人事委員会が定めるもの

に同号に規定する満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子が居住しているもの（その職員が当該住宅に居住して

いるものとした場合に世帯主（第４条に規定する世帯主をい

う。）となる職員に限る。）とする。

（届出）

第６条 新たに条例第９条の５第１項の職員たる要件を具備するに

至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添

付して、住居届兼住居手当認定・確認簿（別記様式）により、そ

の居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出な

ければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、そ

の家賃の額、その所有関係等の変更があつた場合についても、同

様とする。

２ 省略

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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人事委員会公告

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２５年愛媛県条例第１号）附則第２項の職員の住居手当については、改正前の住

居手当に関する規則第３条、第４条、第５条の３、第６条及び別記様式の規定は、平成２７年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。

この場合において、第５条の３中「異動若しくは公署の移転」とあるのは、「異動若しくは公署の移転（国家公務員等であつた者から引

き続き条例第３条第１項の給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の

処遇等に関する条例第２条第１項の規定による派遣若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第３項第１号に規定する

職員派遣から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第１０条第１項の規定により採用された

職員にあつては当該復帰又は採用）」とする。

３ この規則施行の際現に提出されている改正前の住居手当に関する規則別記様式の規定による住居届兼住居手当認定・確認簿は、改正後

の住居手当に関する規則別記様式の規定による住居届兼住居手当認定・確認簿とみなす。

�愛媛県人事委員会公告第１号
平成２５年度愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者試験公告

平成２５年３月２９日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者試験を次のとおり行います。

なお、この試験を受けることにより、警視庁（東京都）、神奈川県、大阪府又は兵庫県の警察官になるみちがあります。

◆第１次試験日 平成２５年５月１２日（日）

◆受 付 期 間 平成２５年４月２日（火）～４月２２日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く。）

〔郵 送〕 ４月２２日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ４月２日（火）午前８時３０分～４月１５日（月）午後５時１５分

◆試 験 会 場 松山東高等学校

《平成２５年度の変更点》

○柔道、剣道の２段以上の段位又は全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）への選手

出場経験に対する加点制度を導入しました。

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 都 府 県 名 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

大 学 卒

愛 媛 県 ４７人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公安の維持に従事します。

警 視 庁 ３人程度

神 奈 川 県 ３人程度

大 阪 府 ５人程度

兵 庫 県 ３人程度

第２志望まで選択することができますが、第１志望は必ず愛媛県としてください。愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はな

かったものとみなします。

また、申込み後の志望都府県の変更はできません。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５８年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた男子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

若しくはこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２６年３月末日までに

卒業する見込みの者

ただし、警視庁の受験資格（生年月日）は「昭和５８年５月１４日から平成４年４月１日まで」です。これに該当しない場合は、警視庁

を第２志望とすることはできません。

また、大学等に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都府県に直接問い合

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２８１



わせてください。

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

身 長 おおむね１６０㎝以上であること。

体 重 おおむね４７㎏以上であること。

胸 囲 おおむね７８㎝以上であること。

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上
であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点
（愛媛県のみ） ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴

全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以
降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日
本選手権、国民体育大会、大学選手権、全国高校
総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又は
これらに準ずる大会への選手としての出場経験

※加点の申請を行う場合は、資格等を証明する書類が必要です。証明できない場合又は基準を満たさない場合は、加点し
ません。

（別表「加点の申請について」を参照のこと。）

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。
（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５㎏以上（左右の平均）

上体起こし ２５回以上／３０秒間

垂直とび ５５㎝以上

腕立伏臥腕屈伸 ３０回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上

長座体前屈 ４５㎝以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、得点にかかわらず不合格となります。
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� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装で来てください。

※ 身体検査の基準及び第２次試験の試験方法等は愛媛県のものです。他の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてく

ださい。

別表 加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 講道館が認定した段位を証明する書類
受験申込時に証明書類の写し（Ａ４）を提出した上

で、第１次試験当日に原本を持参してください。な

お、申込時に写しを提出した場合であっても、原本

により資格等の確認ができない場合は加点しません。

剣 道 全日本剣道連盟が認定した段位を証明する書類

ス ポ ー ツ 歴

次の�、�の両方が証明できる書類
� 地区予選を経た全国大会であること
� 大会に選手として出場したこと
※ �は氏名、大会名及び大会年月が明記されたものであること

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

平成２５年５月１２日（日）

午前 教養試験

午後 身体検査

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

５月下旬

第１次試験当日にお知らせします。

第２次試験
６月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
７月中旬

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。

また、合格した者には書面で通知します。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み

申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合
下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）http://www.pref.ehime.jp/sinsei/title/top.html

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「警察官（男性・大卒）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（Ａ４判用／角型２号、１２０円切手貼付）

を同封のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（男性・大卒）申

込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。スポー

ツ加点を申請する場合は、証明書類の写し（Ａ４）を同封して送付してください。簡易書留郵便によらない方法での事故

については、一切責任を負いません。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。スポーツ加点を申請する場合

は、証明書類の写し（Ａ４）も持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

４月２３日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６㎝、横４．５㎝）を貼って、試験当日持参してください。

受験票が５月２日（木）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

※ スポーツ加点を申請する場合は、インターネットで申し込むことができません。郵送又は窓口で直接申し込んでください。
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６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（大学卒）採用候補者名簿に記載され、その有効期間は、この名簿に記載された日

（合格通知書に記載）から１年間です。

この名簿は、原則として、平成２６年４月以降の採用に対するものですが、大学等を卒業した者又は大学等を平成２５年９月末日までに

卒業する見込みの者については、欠員の状況によって、平成２５年１０月１日から採用となる場合があります。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、平成２６年３月末日までに大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６か月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

７ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級２１号給（現行給

料月額１９８，０４７円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手

当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所

愛媛県の第１次

試 験 不 合 格 者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順

位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第１次試験合

格発表の日から１月間

愛媛県人事委員会事務局

愛媛県の第２次

試 験 受 験 者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及

び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総

合順位に代えて当該試験名又は検査名）

愛媛県の第２次試験合

格発表の日から１月間

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

９ 問い合わせ先等

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

愛 媛 県 以 外 の

都府県に関する

問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター

電話 ０１２０－３１４－３７２

神奈川県警察本部警務課採用係

電話 ０１２０－０３－４１４５

大阪府警察官採用センター

電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター

電話 ０１２０－１４５－３１４

�愛媛県人事委員会公告第２号
平成２５年度愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者試験公告

平成２５年３月２９日
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愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者試験を次のとおり行います。

◆第１次試験日 平成２５年５月１２日（日）

◆受 付 期 間 平成２５年４月２日（火）～４月２２日（月）

〔持 参〕 午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日及び日曜日を除く。）

〔郵 送〕 ４月２２日（月）までの消印有効

〔インターネット〕 ４月２日（火）午前８時３０分～４月１５日（月）午後５時１５分

◆試 験 会 場 松山東高等学校

《平成２５年度の変更点》

○柔道、剣道の２段以上の段位又は全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）への選手

出場経験に対する加点制度を導入しました。

１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

大 学 卒 １４人程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公

安の維持に従事します。

２ 受験資格

� 日本の国籍を有する者

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

� 昭和５８年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた女子で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

若しくはこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成２６年３月末日までに

卒業する見込みの者

３ 試験の方法等

� 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験に合格した者に対して行います。

区分 試験・検査 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

身 長 おおむね１５３㎝以上であること。

体 重 おおむね４３㎏以上であること。

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上
であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障害その他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合、教養試験の得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点
（愛媛県のみ） ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴

全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以
降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日
本選手権、国民体育大会、大学選手権、全国高校
総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又は
これらに準ずる大会への選手としての出場経験

※加点の申請を行う場合は、資格等を証明する書類が必要です。証明できない場合又は基準を満たさない場合は、加点し
ません。

（別表「加点の申請について」を参照のこと。）
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第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

体 力 検 査 －

職務遂行に必要な体力を有するかどうかについて、検査を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５㎏以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

垂直とび ４０㎝以上

腕立伏臥腕屈伸 １５回以上

２０ｍシャトルラン ３５回以上

長座体前屈 ４５㎝以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合、総合得点にかかわらず不合格となります。

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －
職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○弁色力 職務遂行に支障がないこと。

� 第１次試験合格者は、第１次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、教養試験、身体検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、得点にかかわらず不合格となります。

� 最終合格者は、第２次試験の総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験、検査のうち、一定の基準に達しないも

のがある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

� 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

� 第１次試験当日には、身体検査に適した服装で来てください。

別表 加点の申請について

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道 講道館が認定した段位を証明する書類
受験申込時に証明書類の写し（Ａ４）を提出した上

で、第１次試験当日に原本を持参してください。な

お、申込時に写しを提出した場合であっても、原本

により資格等の確認ができない場合は加点しません。

剣 道 全日本剣道連盟が認定した段位を証明する書類

ス ポ ー ツ 歴

次の�、�の両方が証明できる書類
� 地区予選を経た全国大会であること
� 大会に選手として出場したこと
※ �は氏名、大会名及び大会年月が明記されたものであること

４ 試験日、試験会場及び合格発表

区 分 試 験 日 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

平成２５年５月１２日（日）

午前 教養試験

午後 身体検査

松山東高等学校

（松山市持田町二丁目２番１２号）

５月下旬

第１次試験当日にお知らせします。

第２次試験
６月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
７月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページ上にも掲載します。

また、合格した者には書面で通知します。

５ 受験手続

� 郵送又は持参による申込み
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申
込
用
紙
の
入
手
方
法

ダウンロードする場合
下記からダウンロードして、印刷して使用してください。

（申請書等電子配布サービス）http://www.pref.ehime.jp/sinsei/title/top.html

郵便により交 付 を

請 求 す る 場 合

封筒の表に「警察官（女性・大卒）請求」と朱書し、宛先明記の返信用封筒（Ａ４判用／角型２号、１２０円切手貼付）

を同封のうえ、愛媛県人事委員会事務局へ請求してください。

直接入手する 場 合 愛媛県人事委員会事務局、愛媛県警察本部警務課、愛媛県警察学校又は県下各警察署等で交付します。

申
込
方
法

郵送で申し込む場合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、受験票に５０円切手を貼ってください。封筒の表に「警察官（女性・大卒）申

込み」と朱書し、申込書及び受験票を封入し、簡易書留郵便により愛媛県人事委員会事務局へ送付してください。スポー

ツ加点を申請する場合は、証明書類の写し（Ａ４）を同封して送付してください。簡易書留郵便によらない方法での事故

については、一切責任を負いません。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

申込書及び受験票に必要事項を記入して、愛媛県人事委員会事務局へ持参してください。スポーツ加点を申請する場合

は、証明書類の写し（Ａ４）も持参してください。

受
験
票
の
交
付

郵送で申し込む場合

４月２３日（火）以降に受験票を郵送します。受験票が届いたら、必ず最近６箇月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、

正面向き、縦６㎝、横４．５㎝）を貼って、試験当日持参してください。

受験票が５月２日（木）までに手元に届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

窓 口 で 直 接

申 し 込 む 場 合

受付後、その場で受験票を交付します。交付された受験票には、郵送で申し込む場合と同様に、必ず写真を貼って、試

験当日持参してください。

� インターネットによる申込み

愛媛県簡易申請システムの手続案内を確認してください。

（愛媛県簡易申請システム）http://www.shinsei-ehime.lg.jp/

※ スポーツ加点を申請する場合は、インターネットで申し込むことができません。郵送又は窓口で直接申し込んでください。

６ 合格から採用まで

� この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（大学卒）採用候補者名簿に記載され、その有効期間は、この名簿に記載された日

（合格通知書に記載）から１年間です。

この名簿は、原則として、平成２６年４月以降の採用に対するものですが、大学等を卒業した者又は大学等を平成２５年９月末日までに

卒業する見込みの者については、欠員の状況によって、平成２５年１０月１日から採用となる場合があります。

� 採用は、前記採用候補者名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、採用候補

者名簿に記載された者がすべて採用されるとは限りません。

また、採用候補者名簿に記載されても、平成２６年３月末日までに大学等を卒業できなかった場合は、採用されません。

� 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、６か月間初任教養を受けた後、県下各警察署に配置さ

れます。

� 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

７ 給与等

� 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、公安職給料表１級２１号給（現行給

料月額１９８，０４７円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手

当、勤勉手当等が支給されます。

� 勤務に必要な被服等が支給されます。

８ 試験結果の開示

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２７条第１項の規定に基づき、口頭で開示を請求

することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる書類（学生証、運転免許証等）を持参のうえ、

午前８時３０分（合格発表当日のみ、午後１時）から午後５時１５分までの間に、愛媛県人事委員会事務局へ直接おいでください。（ただし、

土曜日、日曜日及び祝日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、順位に代えて当

該試験名又は検査名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験別得点、総合得点及び総合順位

（ただし、一定の基準に達しない試験又は検査がある者については、総合順位に代え

て当該試験名又は検査名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間
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公安委員会規則

９ 問い合わせ先等

申 込 み 先

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３

○愛媛県公安委員会規則第３号

取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公安委員会委員長 亀 岡 マリ子

取消処分者講習の実施に関する規則の一部を改正する規則

取消処分者講習の実施に関する規則（平成１５年愛媛県公安委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（取消処分者講習の対象者）

第２条 取消処分者講習は、法第１０８条の２第１項第２号の免許の

拒否、免許の取消し又は運転の禁止の処分（以下「免許の取消処

分」という。）を受けた者を対象とする。ただし、その対象者の

うち、次の各号のいずれかに該当する者については、飲酒運転を

理由として免許の取消処分を受けた者を対象とする講習（以下「飲

酒取消講習」という。）の対象とする。

� 免許の取消処分に係る累積点数の中に、酒気帯び運転、酒酔

い運転又は危険運転致死傷罪でアルコールの影響によるもの

（以下「飲酒運転」という。）の法令違反が含まれている者

� 無免許で飲酒運転の法令違反がある者

（講習科目）

第５条 取消処分者講習（飲酒取消講習を除く。）の講習科目は、

次の表のとおりとする。

（取消処分者講習の実施）

第２条 取消処分者講習のうち、次の各号のいずれにも該当する者

に対する講習は、法第１０８条の４第１項に規定する指定講習機関

（以下「指定講習機関」という。）に行わせることができる。

� 法第９０条第９項、第１０３条第７項又は第１０７条の５第１項の規

定により、免許を受けることができない期間又は運転を禁止す

る期間として公安委員会が定めた期間が３年以下の者

� 初めて免許の取消処分を受けた者

（講習科目）

第５条 取消処分者講習（飲酒取消講習を除く。）の講習科目は、

次の表のとおりとする。

省略 省略

２ 飲酒取消講習の講習科目は、次の表のとおりとする。

種 別 講 習 科 目

四 輪 車 １ 呼気検査・運転適性検査

２ 導入

３ 性格と運転の概説

４ 運転技能の診断

５ 適性診断結果による指導・助言

６ アルコールスクリーニングテスト

７ ブリーフ・インターベンション

８ 危険予知運転の解説

９ 路上又は場内での技能診断

１０ 安全運転実行のための指導・助言

１１ ディスカッション

１２ その他運転技能に関すること。

二 輪 車 １ 呼気検査・運転適性検査

２ 導入
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公営企業告示

公営企業管理規程

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業告示第３号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年３月２９日

愛媛県立中央病院長 西 村 誠 明

�愛媛県公営企業管理規程第１号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３ 性格と運転の概説

４ 運転技能の診断

５ 適性・技能診断結果による指導・助言

６ アルコールスクリーニングテスト

７ ブリーフ・インターベンション

８ 危険予知運転の解説

９ 安全運転実行のための指導・助言

１０ ディスカッション

１１ その他運転技能に関すること。

（受講申出）

第６条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施

行規則」という。）第３８条第２項第１号に規定する取消処分者講

習の申出は、取消処分者講習申出書（様式第３号）及び施行規則

第１７条第２項第８号の申請用写真２枚を、公安委員会（法第１０８

条の４第１項に規定する指定講習機関（以下「指定講習機関」と

いう。）が行う取消処分者講習を受けようとする者にあっては、

当該指定講習機関）に提出して行うものとする。

（受講申出）

第６条 道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以下「施

行規則」という。）第３８条第２項第１号に規定する取消処分者講

習の申出は、取消処分者講習申出書（様式第３号）及び施行規則

第１７条第２項第８号の申請用写真２枚を、公安委員会（指定講習

機関

が行う取消処分者講習を受けようとする者にあっては、

当該指定講習機関）に提出して行うものとする。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

感染性廃棄物処理業務（処分）
約４，５００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成２５年３月１１日
松山容器株式会社
松山市南吉田町２１４５番
地１

８．７１５円 一般競争入札 平成２５年１月２５日

改 正 後 改 正 前

第２条 条例第７条第１項第２号の規定により管理者が定める病院

の料金の額は、別表第１から別表第５までのとおりとする。

別表第１（第２条関係）

第２条 条例第７条第１項第２号の規定により管理者が定める病院

の料金の額は、別表第１から別表第４までのとおりとする。

別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考 名 称 区 分 単位 金 額 備考

省略 省略

死 亡 診 断 書 １部 ３，３６０円 死 亡 診 断 書 １部 ３，０４０円

診 断 書 料
恩 給 診 断 書

診 断 書 料
恩 給 診 断 書

各 種 年 金 診 断 書 １部 ５，３５０円 各 種 年 金 診 断 書 １部 ５，０４０円
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生 命 保 険 診 断 書 生 命 保 険 診 断 書

省略 省略

省略 省略
けい

頚動脈超音

波検査料

省略
けい

頚動脈超音

波検査料

省略

Ｂ型肝炎検

査料

ＨＢＶ分子系統解析検査 １回 ２３，６２０円

ＨＢＶサブジェノタイプ判

定検査
１回 １２，６００円

省略 省略

新生児健診

料

日齢 １ １回 ３，４５０円
新生児健診

料

日齢 １ １回 ３，４２０円

日齢 ５
１回 １，０８０円

日齢 ５
１回 １，０５０円

日齢 １４ 日齢 １４

省略 省略

新生児介補

料

消費税法別表第１第８号に

規定する助産に係る資産の

譲渡等に該当するものに係

るもの

１日 ７，６６０円 新生児介補

料

消費税法別表第１第８号に

規定する助産に係る資産の

譲渡等に該当するものに係

るもの

１日 ７，１５０円

上記以外のもの １日 ８，０４０円 上記以外のもの １日 ７，５００円

省略 省略

乳房マッサ

ージ料
１回 ２，４１０円

乳房マッサ

ージ料
１回 ２，３１０円

施 術 料
初検料 １回 ２，７００円

施 術 料
初検料 １回 ２，３６０円

省略 省略

省略 省略

死後処置料 １回 ４，２００円 死後処置料 １回 ４，１００円

エックス線

フイルム複

製料

省略 エックス線

フイルム複

製料

省略

光ディスク
省略

光ディスク（ＣＤ―Ｒに限

る。）
省略

省略 省略

特別初診料 消費税法別表第

１第８号に規定

する助産に係る

資産の譲渡等に

該当するものに

係るもの

愛媛県立

中央病院
１回 ３，０００円

特別初診料 消費税法別表第

１第８号に規定

する助産に係る

資産の譲渡等に

該当するものに

係るもの

愛媛県立

中央病院
１回 １，５００円

省略 省略

上記以外のもの
愛媛県立

中央病院
１回 ３，１５０円 上記以外のもの

愛媛県立

中央病院

（医科）

１回 １，５７０円

愛媛県立

中央病院

（歯科）

１回 ４２０円

省略 省略

省略 省略

病衣貸出料 省略 病衣貸出料 省略

病衣提供料 １回 １，６８０円

省略 省略
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注 省略

別表第３（第２条関係）

注 省略

別表第３（第２条関係）

名 称 病院名 区 分

１日１病床の金額

名 称 病院名 区 分

１日１病床の金額

消費税法別表第

１第８号に規定

する助産に係る

資産の譲渡等に

該当するものに

係るもの

左記以外のも

の

消費税法別表第

１第８号に規定

する助産に係る

資産の譲渡等に

該当するものに

係るもの

左記以外のも

の

室料差

額

特 別 室 ２２，８５０円 ２４，０００円 室料差

額

特別室（Ａ） １６，０００円 １６，８００円

個 室 ９，５２０円 １０，０００円 特別室（Ｂ） １０，５００円 １１，０２０円

愛媛県

立中央

病院

愛媛県

立中央

病院

個室（Ａ１） ６，５００円 ６，８２０円

個室（Ａ２） ６，０００円 ６，３００円

個室（Ａ３） ４，５００円 ４，７２０円

個室（Ｂ） ３，５００円 ３，６７０円

２ 人 室 １，０００円 １，０５０円

特別室（Ａ） １２，２８０円 １２，９００円 特別室（Ａ） １２，０００円 １２，６００円

特別室（Ｂ） ８，２８０円 ８，７００円 特別室（Ｂ） ８，０００円 ８，４００円

愛媛県

立今治

病院

個室（Ａ） ７，２８０円 ７，６５０円 愛媛県

立今治

病院

個室（Ａ） ７，０００円 ７，３５０円

個室（Ｂ１） ６，２８０円 ６，６００円 個室（Ｂ１） ６，０００円 ６，３００円

個室（Ｂ２） ３，７８０円 ３，９７０円 個室（Ｂ２） ３，５００円 ３，６７０円

２人室（Ａ） ２，２８０円 ２，４００円 ２人室（Ａ） ２，０００円 ２，１００円

２人室（Ｂ） １，７８０円 １，８７０円 ２人室（Ｂ） １，５００円 １，５７０円

愛媛県

立南宇

和病院

特 別 室 ７，７８０円 ８，１７０円

愛媛県

立南宇

和病院

特 別 室 ７，５００円 ７，８７０円

個室（Ａ） ５，２８０円 ５，５５０円 個室（Ａ） ５，０００円 ５，２５０円

個室（Ｂ） ３，７８０円 ３，９７０円 個室（Ｂ） ３，５００円 ３，６７０円

２ 人 室 １，７８０円 １，８７０円 ２ 人 室 １，５００円 １，５７０円

特 別 室 ７，７８０円 ８，１７０円 特 別 室 ７，５００円 ７，８７０円

愛媛県

立新居

浜病院

個室（Ａ１） ５，２８０円 ５，５５０円 愛媛県

立新居

浜病院

個室（Ａ１） ５，０００円 ５，２５０円

個室（Ａ２） ４，７８０円 ５，０２０円 個室（Ａ２） ４，５００円 ４，７２０円

個室（Ｂ１） ３，２８０円 ３，４５０円 個室（Ｂ１） ３，０００円 ３，１５０円

個室（Ｂ２） ２，２８０円 ２，４００円 個室（Ｂ２） ２，０００円 ２，１００円

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係）

名称 病院名 区 分 金 額 備 考 名称 病院名 区 分 金 額 備 考

駐車

場使

用料

省略 駐車

場使

用料

省略

愛媛県

立中央

病院

見舞

人

駐車時

間が１

時間以

内の場

合

１５０円（愛媛県

立今治病院にあ

つては、１００円

。以下この表に

おいて同じ。）

愛媛県立今治病

院にあつては、

駐車時間が３０分

以内の使用は、

無料とする。

愛媛県

立中央

病院

見舞

人

駐車時

間が１

時間以

内の場

合

１５０円（愛媛県

立今治病院にあ

つては、１００円

。以下この表に

おいて同じ。）

愛媛県

立今治

病院

省略 愛媛県

立今治

病院

省略

その他病院

来訪者

駐車時間３０分ま

でごとに１５０円

の割合で算出し

た額に１００分の

１０５を乗じて得

た額

愛媛県立今治病

院にあつては、

駐車時間が３０分

以内の使用は、

無料とする。

その他病院

来訪者

駐車時間３０分ま

でごとに１５０円

の割合で算出し

た額に１００分の

１０５を乗じて得

た額
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附 則

１ この管理規程は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第２条及び別表第３の改正規定並びに別表第４の次に１表を加える改正規

定は、同年５月４日から施行する。

２ 愛媛県立中央病院の使用に係る料金については、平成２５年５月３日までの間は、改正後の愛媛県立病院料金規程別表第１の規定は適用

せず、改正前の愛媛県立病院料金規程別表第１の規定は、なおその効力を有する。

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県県立病院の診療科目を定める管理規程

愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号。以下「条例」という。）第３条第２項第４号の表の各項の管理者が

定める診療科は、次の表に掲げるとおりとする。

１ 条例第３条第２項第４号の表愛媛県立

中央病院の項の管理者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、漢

方内科、新生児内科、ペインクリニック内科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、救急科

２ 条例第３条第２項第４号の表愛媛県立

今治病院の項の管理者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、消化器外科、

リハビリテーション科

３ 条例第３条第２項第４号の表愛媛県立

南宇和病院の項の管理者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病・内分泌内科、リハビリテーション科

４ 条例第３条第２項第４号の表愛媛県立

新居浜病院の項の管理者が定める診療科

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、血液内科、糖尿病・内分泌内科、消化器外科、

リハビリテーション科

附 則

この管理規程は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、本則の表１の項の規定は、同年５月４日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第３号
愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業会計規程の一部を改正する管理規程

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注 省略

別表第５（第２条関係）

注 省略

名 称 病 院 名 単位 金 額

テレビ使用料 １日 ２００円

冷蔵庫使用料
愛媛県立今治病院

愛媛県立南宇和病院

愛媛県立新居浜病院

１日 １００円

洗濯機使用料 １回 ２００円

乾燥機使用料 ３０分 １００円

改 正 後 改 正 前

（現金の収納）

第２４条 現金は、出納取扱金融機関において収納するほか、企業出

納員、現金取扱員及び収入受託者（収入の徴収又は収納事務の委

託を受けた者をいう。以下同じ。）が収納するものとする。

（企業出納員及び現金取扱員の現金収納）

第２５条 省略

２ 企業出納員又は現金取扱員は、前項に規定する方法以外で現金

の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書（様式第３２号）

（現金の収納）

第２４条 現金は、出納取扱金融機関において収納するほか、企業出

納員及び現金取扱員

が収納するものとする。

（企業出納員及び現金取扱員の現金収納）

第２５条 省略

２ 企業出納員又は現金取扱員は、前項に規定する方法以外で現金

の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書（様式第３２号）
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に領収印（様式第３３号）を押して、これを納入義務者に交付しな

ければならない。ただし、管理者が定める領収書又は利用券を交

付することができる金銭登録機を使用する方法で現金の納付を受

けたときは、領収証書を交付することを要しない。

（収入の徴収又は収納事務の委託）

第３４条 省略

２ 収入受託者

は、収入の徴収又は収納の状況及び現金の出納を明らか

にした帳簿を備え、その徴収又は収納の都度これを記帳し、関係

書類とともに保管しておかなければならない。

３ 省略

（支出の決議）

第４０条 所属長は、支出伝票（現金の支払を伴わない支出にあつて

は、振替伝票）（以下この節において「支出伝票又は振替伝票」

という。）を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する

納入告知書その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）によ

り、支出科目別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替

ごとに作成しなければならない。ただし、次に 掲げる経費

については、請求書によらないで支出伝票又は振替伝票を作成す

ることができる。

� 児童手当

�～� 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４５条 資金前渡をすることができる経費は、令第２１条の５第１項

第１号から第１３号までに規定するもののほか、次に 掲げる

ものとする。

� 児童手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第６８条 報酬、給与及び賃金（日日雇用する者の賃金を除く。以下

同じ。）並びに児童手当 （以下「給与等」とい

う。）の支払の方法及び手続は、この節に定めるもののほか、愛

媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の例によるものとす

る。ただし、報酬及び賃金の支出負担行為及び支出決議について

は、この限りでない。

に領収印（様式第３３号）を押して、これを納入義務者に交付しな

ければならない。ただし、管理者が定める領収書又は利用券を交

付することができる金銭登録機を使用する方法で現金の納付を受

けたときは、領収証書を交付することを要しない。

（収入の徴収又は収納事務の委託）

第３４条 省略

２ 収入の徴収又は収納の委託を受けた者（以下「収入受託者」と

いう。）は、収入の徴収又は収納の状況及び現金の出納を明らか

にした帳簿を備え、その徴収又は収納の都度これを記帳し、関係

書類とともに保管しておかなければならない。

３ 省略

（支出の決議）

第４０条 所属長は、支出伝票（現金の支払を伴わない支出にあつて

は、振替伝票）（以下この節において「支出伝票又は振替伝票」

という。）を、債権者から提出された請求書（官公署の発行する

納入告知書その他これに準ずるものを含む。以下同じ。）によ

り、支出科目別及び債権者別並びに直接払、隔地払及び口座振替

ごとに作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費

については、請求書によらないで支出伝票又は振替伝票を作成す

ることができる。

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

２ 省略

（資金前渡のできる経費）

第４５条 資金前渡をすることができる経費は、令第２１条の５第１項

第１号から第１３号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる

ものとする。

� 児童手当及び子ども手当

�～� 省略

（給与等の支払の方法）

第６８条 報酬、給与及び賃金（日日雇用する者の賃金を除く。以下

同じ。）並びに児童手当及び子ども手当（以下「給与等」とい

う。）の支払の方法及び手続は、この節に定めるもののほか、愛

媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の例によるものとす

る。ただし、報酬及び賃金の支出負担行為及び支出決議について

は、この限りでない。

別表（第１６条関係）

電 気 事 業 勘 定 科 目

省略

費 用

� 事 業 費 用

別表（第１６条関係）

電 気 事 業 勘 定 科 目

省略

費 用

� 事 業 費 用

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

営業費用 営業費用

（ ）発電

所

（ ）発電

所

（ ）管理

事務所

（ ）管理

事務所

（ ） （ ）

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号

２９３



���������
������������

���������
������������

������������ ������������

���������
������������

���������
������������

当

省略 省略

省略 省略

一般管理費 一般管理費

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

省略 省略

工業用水道事業勘定科目

資 産

� 固 定 資 産

工業用水道事業勘定科目

資 産

� 固 定 資 産

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

省略 省略

建設仮勘定 建設仮勘定

（ ）地区 （ ）地区

省略 省略

総係費 総係費

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

省略 省略

省略 省略

� 土 地 造 成 � 土 地 造 成

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

造成土地 造成土地

土地造成勘

定

土地造成勘

定

附帯事業 附帯事業

省略 省略

附帯雑費 附帯雑費

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

省略 省略

省略

費 用

� 事 業 費 用

省略

費 用

� 事 業 費 用

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

営業費用 営業費用

（ ）地区 （ ）地区

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

本局 本局

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

附帯事業 附帯事業

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

省略 省略

病 院 事 業 勘 定 科 目

省略

費 用

� 事 業 費 用

病 院 事 業 勘 定 科 目

省略

費 用

� 事 業 費 用

款 項 目 節 備 考 款 項 目 節 備 考

医業費用 医業費用

（ ）病院 （ ）病院

省略 省略

児童手当 児童手当及

び子ども手

当

省略 省略

省略 省略

省略 省略

様式第３０号（第２０条―第２３条、第２５条、第２８条―第３０条、第７１条の

１１、第１５１条、第１７４条関係）納入通知書

様式第３０号（その１）～（その３） 省略

様式第３０号（その４）

①

様式第３０号（第２０条―第２３条、第２５条、第２８条―第３０条、第７１条の

１１、第１５１条、第１７４条関係）納入通知書

様式第３０号（その１）～（その３） 省略

様式第３０号（その４）

①

省略 省略

注１ ３部複写とすること。ただし、電算処理により各患者の

氏名、請求額、納入額等を記載した書類を作成する場合

は、この限りでない。

２ １ただし書の場合は、領収済通知書及び原符について

は、管理者が定める様式を使用すること。

省略

様式第３２号（第２５条関係）領収証書

省略

注１ ３部複写とすること。ただし、電算処理により各患者の

２ この様式は電算処理する場合に使用すること。者が定め

省略

様式第３２号（第２５条関係）領収証書

様式第３２号（その１）

省略

様式第３２号（その２）

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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附 則

この管理規程は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、様式第３０号（その４）の改正規定は、同年５月４日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第４号
愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程（平成１８年愛媛県公営企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

県立中央病院

・・領 収 証・・

№

年 月 日

・ ： 入

・ ： 出

料金・・・ 円

改 正 後 改 正 前

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般

職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額（企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることと

される職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の規定によ

り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から同項

第１号に定める額を減じて得た額）から当該額に、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額及び手当

の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

�・� 省略

２ 省略

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第６項

（給料月額の特例）

第２条 職員の給料月額（企業職員給与規程第９条の規定又は特定

任期付企業職員給与規程の規定によりその例によることとされる

職員又は特定任期付職員に適用される職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成１７年愛媛県条例第８８号。以下「一般

職給与改正条例」という。）附則第７項から第９項までの規定に

よる給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定

による給料の額の合計額）は、企業職員給与規程第２条から第４

条までの規定、特定任期付企業職員給与規程の規定によりその例

によることとされている職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛

県条例第５７号。以下「一般職員給与条例」という。）第３条から

第４条の２までの規定、一般職給与改正条例附則第７項から第９

項までの規定又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成１５年愛媛県条例第１号。以下「一般職任期付職員条例」とい

う。）第７条の規定にかかわらず、これらの規定により定められ

た額（企業職員給与規程第９条の規定によりその例によることと

される職員に適用される一般職員給与条例附則第１５項の規定によ

り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額から同項

第１号に定める額を減じて得た額）から当該額に、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて

得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）を減じて得た額とする。ただし、給料の調整額及び手当

の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

�・� 省略

２ 省略

（給料の調整額の特例）

第３条 職員の給料の調整額の額は、企業職員給与規程附則第５項

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項の改正規定は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第５号
愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与に関する規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

及び第７項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた

額から当該額に、前条第１項各号に掲げる職員の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額と

する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の調整額につい

ては、この限りでない。

附 則

（この管理規程の失効）

２ この管理規程は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。

の規定にかかわらず、同項 の規定により定められた

額から当該額に、前条第１項各号に掲げる職員の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じて得た額と

する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の調整額につい

ては、この限りでない。

附 則

（この管理規程の失効）

２ この管理規程は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。

改 正 後 改 正 前

（住居手当）

第５条の２ 住居手当の支給を受ける職員から除かれる職員は、次

の各号に掲げる職員とする。

�・� 省略

� 職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び職員の配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養

親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している

住宅及び次条第２号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ず

ると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住し

ている職員

第５条の３ 配偶者が居住するための住宅から除かれる住宅は、前

条第１号 に規定する公舎、同条第２号に規定する職員住宅

及び同条第３号に規定する住宅とする。

第５条の４ 配偶者が居住するための住宅でその職員が借り受けて

いる住宅又はその職員の所有に係る住宅で配偶者が居住している

ものに係る住居手当の支給を受ける職員との権衡上住居手当を支

給する職員については、一般職給与条例及び技能労務職員の給与

に関する規程の例による。

附 則

（初任給調整手当の特例）

８ 当分の間、第９条の規定によりその例によることとされる一般

職給与条例第１８条の４の規定による初任給調整手当のほか、医療

職給料表�の適用を受ける職員に対して、当該職員に適用される

（住居手当）

第５条の２ 住居手当の支給を受ける職員から除かれる職員は、次

の各号に掲げる職員とする。

�・� 省略

� 配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養

親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している

住宅及び次条第２号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ず

ると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住し

ている職員

第５条の３ 職員の所有に係る住宅に準ずる住宅は、次の各号に掲

げる住宅とする。

� 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した

住宅

� 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規

定する契約により購入した住宅

� その他管理者が定める住宅

第５条の４ 配偶者が居住するための住宅から除かれる住宅は、第

５条の２第１号に規定する公舎、同条第２号に規定する職員住宅

及び同条第３号に規定する住宅とする。

第５条の５ 配偶者が居住するための住宅でその職員が借り受けて

いる住宅又はその職員の所有に係る住宅で配偶者が居住している

ものに係る住居手当の支給を受ける職員との権衡上住居手当を支

給する職員については、一般職給与条例及び技能労務職員の給与

に関する規程の例による。

附 則

（初任給調整手当の特例）

８ 当分の間、第９条の規定によりその例によることとされる一般

職給与条例第１８条の４の規定による初任給調整手当のほか、医療

職給料表�の適用を受ける職員に対して、当該職員に適用される

愛 媛 県 報平成２５年３月２９日 第２４５７号
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公営企業訓令

附 則

１ この管理規程は、平成２５年４月１日から施行する。

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２５年愛媛県条例第１号）附則第４項の職員の住居手当については、改正前の愛

媛県企業職員の給与に関する規程第５条の２から第５条の５までの規定は、平成２７年３月３１日までの間は、なおその効力を有する。

�愛媛県公営企業訓令第１号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則の一部を改正する訓令

愛媛県公営企業管理局事務決裁規則（昭和６３年愛媛県公営企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

職務の級に応じて次の表に掲げる初任給調整手当を支給する。 職務の級に応じて次の表に掲げる初任給調整手当を支給する。

職務の級 初任給調整手当 職務の級 初任給調整手当

医療職給料表�２級以上の級 月額 ３０，０００円（南宇和病

院に勤務する職員にあつて

は、１３０，０００円）

医療職給料表�２級以上の級 月額 ３０，０００円（南宇和病

院に勤務する職員にあつて

は、１３０，０００円）

医療職給料表�１級 月額 ２４，０００円（南宇和病

院に勤務する職員にあつて

は、１２４，０００円）

医療職給料表�１級 月額 ２４，０００円（南宇和病

院に勤務する職員にあつて

は、１２４，０００円）

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

別表第２（第４条関係） 管理者の権限に属する事務に係る特定決

裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

管

理

者

専決者 管

理

者

専決者

局

長

課

長

主

幹

局

長

課

長

主

幹

総

務

課

１～８ 省略 総

務

課

１～８ 省略

９ 給与等に

関する事務

１ 省略 ９ 給与等に

関する事務

１ 省略

２ 諸手当に関すること（

愛媛県企業職員の給与の

種類及び基準に関する条

例（以下「給与条例」と

いう。））。

２ 諸手当に関すること（

愛媛県企業職員の給与の

種類及び基準に関する条

例（以下「給与条例」と

いう。））。

�～� 省略 �～� 省略

� 児童手当

の認定
○

� 児童手当及び子ども

手当の認定
○

� 省略 � 省略

３～５ 省略 ３～５ 省略

１０～１４ 省略 １０～１４ 省略

省

略

省

略

備考 省略 備考 省略
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附 則

この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

�愛媛県公営企業訓令第２号
公営企業管理局

各 事 業 所

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年３月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則の一部を改正する訓令

愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則（昭和４６年愛媛県公営企業訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６

年愛媛県公営企業管理規程第５号。以下「規程」という。）第６

条第２項 の規定に基づき、企業職員（以下

「職員」という。）の特殊勤務手当の額及び支給方法等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（航空手当）

第１４条の２ 省略

２・３ 省略

４ 前２項の業務に従事した時間の計算は、第２項にあつてはその

給与期間における搭乗時間の全時間数、前項にあつてはその給与

期間における同項各号の業務に従事した時間の全時間数によつて

計算する。この場合において、１時間未満の端数を生じたとき

は、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは

切り捨てる。

（診療応援手当）

第１５条の２ 省略

２ 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる一の月に同一の

病院において診療業務に従事した日数の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

� １０日までの間 １日につき２０，０００円

� １１日から１５日までの間 １日につき１０，０００円

� １６日以降の間 １日につき５，０００円

３ 一の月にその月の前月から引き続き 同一の病院に

おいて連続して診療業務に従事した期間があるときは、当該期間

のうち同月以前の当該診療業務に従事した期間を除いた期間（以

下「特定期間」という。）に係る第１項に規定する手当の額は、

前項の規定にかかわらず、第１号に掲げる額から第２号に掲げる

額を減じた額に相当する額とする。

� 特定期間の日数に当該前月の当該病院において診療業務に従

事した日数（同月前から特定期間の末日まで当該病院において

連続して診療業務に従事した場合以外の場合は、同月の前月か

ら引き続き当該病院に連続して診療業務に従事した日数を除

く。次号において同じ。）を合算した日数を一の月の当該病院

において診療業務に従事した日数とみなした場合において、前

項の規定により算定される第１項に規定する手当の額

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県企業職員の給与に関する規程（昭和４６

年愛媛県公営企業管理規程第５号。以下「規程」という。）第６

条第１項ただし書及び第２項の規定に基づき、企業職員（以下

「職員」という。）の特殊勤務手当の額及び支給方法等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（航空手当）

第１４条の２ 省略

２・３ 省略

４ 前２項の業務に従事した時間の計算は、第２項にあつてはその

給与期間における搭乗時間の全時間数、前項にあつてはその給与

期間における同項各号の業務に従事した時間の全時間数によつて

計算する。この場合においては、第１２条第３項後段の規定を準用

する

。

（診療応援手当）

第１５条の２ 省略

２ 前項に規定する手当の額は、次の区分による

額とする。

� 一の月に同一の病院において診療業務に従事した日数が６日

未満の場合 １日につき２０，０００円

� 一の月に同一の病院において診療業務に従事した日数が６日

以上の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア ５日までの間 １日につき２０，０００円

イ ６日以降の間 １日につき５，０００円

３ 前項の規定にかかわらず、２以上の月にわたつて同一の病院に

おいて連続して診療業務に従事したときは、

第１項に規定する手当の額は、

次の区分による額

とする。

� 同一の病院において連続して診療業務に従事した日数が６日

未満の場合 １日につき２０，０００円

� 同一の病院において連続して診療業務に従事した日数が６日

以上の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア ５日までの間 １日につき２０，０００円

イ ６日以降の間 １日につき５，０００円
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雑 報

正 誤

�公 告

環境影響評価方法書について

環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第５条第１項の規定によ

り、次の対象事業について環境影響評価方法書（以下「方法書」と

いう。）を作成したので、同法第７条の規定により、次のとおり公

告します。

また、同法第７条の２の規定により、方法書の説明会を開催する

こととしたので、併せて公告します。

なお、方法書について、環境の保全の見地からの意見を書面によ

り提出することができます。

平成２５年３月２９日

住友共同電力株式会社

代表取締役社長 村 上 信 二

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

� 名 称 住友共同電力株式会社

� 代表者 代表取締役社長 村上 信二

� 主たる事務所の所在地 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名 称 新居浜北火力発電所建設計画

� 種 類 ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電

方式）

� 規 模 出力１５万キロワット

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県新居浜市惣開町５番１号及び地先海域

４ 関係地域の範囲

愛媛県新居浜市及び西条市

５ 方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２）

新居浜市役所（愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番１号）

西条市役所（愛媛県西条市明屋敷１６４番地）

住友共同電力株式会社本社（愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号）

� 縦覧期間

平成２５年３月２９日（金）から平成２５年５月２日（木）まで

なお、住友共同電力株式会社本社においては、縦覧期間終了

後も平成２５年５月１６日（木）まで閲覧できるとともに、住友共

同電力株式会社のホームページにおいて同日まで方法書を公表

しています。

� 縦覧時間

９時から１７時まで

６ 方法書についての意見書の提出期限及び提出先並びに意見書に

記載すべき事項

� 提出期限

平成２５年５月１６日（木）まで （当日消印有効）

� 提出先

〒７９２－８５２０ 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

住友共同電力株式会社 経営管理部

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である方法書に記載された対象事業の

名称

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見（日本語に

より、意見の理由を含めて記載すること。）

７ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 日時 平成２５年４月２２日（月） １８時３０分から２０時３０分まで

場所 新居浜市市民文化センター中ホール（愛媛県新居浜市

繁本町８番６５号）

� 日時 平成２５年４月２３日（火） １８時３０分から２０時３０分まで

場所 西条総合文化会館小ホール（愛媛県西条市神拝甲７９番

地４）

�正 誤

平成５年４月１日付け第４３０号外７愛媛県告示第５８０号（指定金融

機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等の一部改正）中

附 則

１ この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。

２ この訓令の施行の日前から引き続き同一の病院において連続して診療業務に従事する職員の当該診療業務に係る診療応援手当について

は、改正後の愛媛県企業職員の特殊勤務手当支給規則第１５条の２第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

� 当該前月の当該病院において診療業務に従事した日数を一の

月の当該病院において診療業務に従事した日数とみなした場合

において、前項の規定により算定される第１項に規定する手当

の額

ページ 箇 所 誤 正

５２
三の項�１の表中
改正後の表
阿波銀行松山支店の位置

松山市三番町三丁
目８番地３

松山市三番町四丁
目８番地３

平成２５年３月２９日 発行
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